
曹
鍍
・
臭
侃
市
子
集
圏
の
興
亡

松

尾

洋

序
一
曹
銀
・
呉
伺
爪
子
集
圏
の
形
成

二
王
寵
恵
内
閣
の
成
立

三
曹
銀
・
奨
伺
字
集
圏
の
動
態
構
造

四
王
寵
恵
内
閣
倒
壊
の
意
味
す
る
も
の
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序

第
三
革
命
後
、
呉
侃
字
は
曹
鋸
の
信
任
を
得
て
巌
し
い
軍
事
訓
練
に
よ
り
、
自
ら
の
統
率
す
る
第
三
師
を
精
鋭
化
し
、

曹
が
直
隷
督
軍
に
就
任
し
て
か
ら
五
箇
混
成
放
を
編
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
武
力
を
も
と
に
一
九
二

O
年
七
月
に
は
安
直
戦
争
に
お
い
て
段
棋
瑞

(

1

)

 

の
率
い
る
安
徽
波
を
打
倒
し
、
二
二
年
四
月
に
は
第
一
次
奉
直
戦
争
に
お
い
て
物
量
豊
富
な
張
作
震
の
奉
天
汲
に
勝
利
し
た
。
こ
の
問
、
臭
は

安
徽
涯
・
奉
天
振
に
封
抗
す
ベ
く
巧
み
に
反
日
政
治
宣
停
を
行
い
、
ま
た
、
五
四
運
動
の
波
を
受
け
て
園
民
大
曾
及
び
園
是
曾
議
を
提
唱
し

一
九
一
六
年
九
月
に

た
。
こ
の
こ
と
は
軍
事
的
に
湖
南
省
に
お
け
る
安
徽
波
軍
閥
張
敬
完
腫
逐
戦
争
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
果
に
有
利
に
働
く
と
と
も
に
新
文
化
運

動
・
五
四
運
動
の
活
動
的
な
部
分
と
臭
と
の
接
燭
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
、
果
の
第
三
師
に
は
湖
北
畢
生
連
合
舎
の
募
集
に
よ
り
、
畢
生

(

2

)

(

3

〉

約
八
十
名
が
入
隊
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
果
自
身
ク
革
命
将
軍
。
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
稽
賛
を
あ
ぴ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
彼
は
そ
の
わ
ず
か
数
年
後
の
一
九
二
三
年
二
月
の
京
漢
畿
道
ス
ト
に
劃
す
る
大
揮
監
を
通
じ
、
園
民
革
命
期
に
は
最
大
の
反
革
命
と

な
り
園
民
革
命
軍
に
敗
北
し
て
レ
っ
た
。
人
は
こ
の
果
侃
字
の
軍
事
政
治
的
築
光
か
ら
悲
惨
へ
の
轄
落
・
轄
換
の
絵
り
の
念
激
さ
に
驚
き
を
禁

(

4

)

 

じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
縛
落
・
轄
換
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
轄
換
の
正
確
な
時
期
は
ど
の
時
黙
に
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
轄

換
の
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
事
件
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
い
か
な
る
カ
が
こ
の
轄
換
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
直
隷
汲
内
部

の
力
な
の
か
、

そ
れ
と
も
外
部
の
力
な
の
か
。
そ
の
力
は
ど
の
よ
う
な
動
態
構
造
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
の
轄
換
は
逆
に

直
隷
振
に
い
か
な
る
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
乗
し
た
護
衛
兵
が
前
を
行
く
願
者
を
な
ぐ
っ
た
。
百
的
玉
鮮
の
兵
隊
は
決
し
て
け
ん
か
せ
ぬ
。
呉
の
兵
隊
に
は
ま
だ
、
そ
の
援
が
無
い
ら

し
い
。
そ
の
後
、
町
の
人
々
に
(
奥
侃
字
軍
の
)
兵
士
の
行
動
を
聞
い
た
の
で
あ
る
が
甚
だ
評
判
が
よ
い
。

(
5〉

が
少
々
威
張
り
ま
す
ね
。
」

「
わ
る
い
こ
と
は
や
り
ま
せ
ん
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と
い
う
そ
の
後
の
臭
侃
字
と
濡
玉
鮮
の
運
命
を
奇
し
く
も
暗
示
す
る
か
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
一
九
一
一
一
一
年
、
第
一
次
奉
直
戦
争
後
、
鴻
が

河
南
督
軍
と
し
て
開
封
に
駐
屯
し
、
呉
が
直
魯
預
巡
閲
副
使
と
し
て
洛
陽
に
駐
屯
し
て
い
た
と
き
、
清
水
安
三
が
臭
を
訪
ね
た
と
き
の
も
の
で

あ
る
。歴

史
は
と
き
と
し
て
す
ぐ
れ
た
観
察
者
の
直
観
を
逼
し
て
そ
の
後
の
展
開
を
預
示
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
我
々
は
臭
の
轄
落

・
轄
換
を
考
察
関
象
と
し
、
先
の
諸
問
題
を
解
明
す
る
の
に
直
観
に
頼
る
こ
と
は
で
き
ず
、
明
確
な
方
法
論
を
持

た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
北
京
を
握
る
よ
う
な
大
軍
閥
で
あ
れ
ば
、
そ
の
集
圏
の
す
べ
て
の
活
動

・
政
策
が
従
属
す
る
よ
う
な
「
中
園
統
一
戦
略
」
(
以
下
、
中

園
戦
略
と
略
構
す
)
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
中
園
戦
略
に
は
劉
外
面
で
は
外
交
関
係
及
び
と
り
わ
け
借
款
獲
得
の
問
題
が
従
属
し
、
割
内
面

で
は
そ
の
軍
事
政
治
集
圏
内
に
お
け
る
路
線

・
指
導
権
を
め
ぐ
る
争
い
、
す
な
わ
ち
、
北
京
に
お
け
る
政
治
が
従
属
す
る
形
で
連
動
し
て
い
る
。



『
長
報
』

一
九
二
二
年
十
一
月
十
九
日
「
臭
侭
字
最
近
之
態
度
」
な
る
記
事
に
臭
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
談
話
の
形
で
第
一
次
奉
直
戦
争
後

の
果
の
中
園
戦
略
が
出
て
い
る
。
ま
ず
、

呉
は
統
一
問
題
は
二
年
以
内
に
必
ず
達
成
可
能
だ
と
考
え
て
い
る
。
臭
は
西
南
に
劃
し
て
は
和
卒
を
、
東
北
に
劃
し
て
は
武
力
を
用
い

る。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
嘗
一
該
時
期
に
お
け
る
中
園
の
軍
事
政
治
情
勢
を
如
貫
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
京
政
権
を
握
る
大

軍
閥
及
び
贋
東
を
握
る
贋
西
波
軍
閥
あ
る
い
は
孫
文
の
政
治
力
を
関
内
に
お
け
る
二
極
と
し
、
こ
れ
に
日
本
一
帝
圏
主
義
を
バ

γ

ク
に
し
た
奉
天

涯
軍
闘
が
加
わ
っ
て
全
中
園
に
お
け
る
三
極
構
造
を
形
成
し
て
い
た
。
呉
の
嘗
一
詔
時
期
に
お
け
る
中
園
戦
略
は
関
内
に
お
け
る
和
卒
統
一
策
と

開
外
に
削
到
す
る
武
力
統
一
策
の
統
合
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
い
で
一
該
記
事
に
は
関
内
和
卒
統
一
策
の
根
援
と
し
て
、

江
南
は
近
ご
ろ
頗
る
中
央
に
傾
き
、
雲
南
の
唐
縫
莞
・
貴
州
の
婁
粗
銘
・
贋
東
の
陳
畑
明
・
湖
南
の
越
恒
協
は
み
な
ひ
そ
か
に
中
央
と
気

脹
を
通
じ
て
お
り
、

四
川
・
鹿
西
は
ま
だ
混
沌
と
し
て
い
る
が
他
日
ま
た
容
易
に
政
拾
で
き
よ
う
。
西
南
は
自
主
と
い
う
形
式
を
取
り
消

し
て
い
な
い
が
、
精
神
的
に
も
し
だ
い
に
接
近
し
て
き
て
い
る
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貼
を
上
げ
る
の
に
封
し
、
開
外
武
力
統
一
策
に
つ
い
て
は

東
北
に
至
つ
て
は
奉
天
涯
張
作
震
は
具
に
敗
れ
て
か
ら
将
校
を
選
び
兵
卒
を
募
集
し
、
軍
費
を
調
達
し
、
兵
器
を
購
入
す
る
な
ど
種
々
の

準
備
に
全
力
を
注
い
で
い
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
が
再
戦
と
復
讐
の
奉
に
出
る
こ
と
は
す
で
に
殻
見
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
大
患

を
な
す
の
は
そ
の
親
日
行
震
で
あ
る
。
:
:
:
張
は
馬
賊
上
が
り
で
大
義
を
知
ら
な
い
。
有
し
く
も
復
讐
で
き
る
の
な
ら
、
亡
園
も
顧
み
な

い
。
だ
か
ら
、
武
力
で
撲
滅
す
べ
き
な
の
だ
。

と
そ
の
要
因
を
述
べ
て
い
る
。

83 

こ
の
一
九
二
二
年
秋
に
お
け
る
臭
の
中
園
戦
略
は
周
知
の
如
く
遅
く
と
も
翌
二
十
三
年
三
月
に
は
重
大
な
轄
換
を
み
せ
て
い
る
。
す
な
わ
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ち
、
開
内
の
和
卒
統
一
策
か
ら
武
力
統
一
策
へ
の
轄
換
で
あ
る
。

嘗
一
該
時
期
に
お
け
る
中
園
戦
略
を
あ
い
ま
い
に
し
、
北
洋
軍
閥
で
あ
れ
ば
、

必
ず
い
つ
で
も
武
力
統
一
策
を
と
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
首

然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
園
戦
略
の
立
案
者
た
る
参
謀
格
の
人
物
の
存
在
に
も
眼
は
い
か
ず
、
中
園
戦
略
の
轄
換
に
も
精
神
は
集
中
せ
ず
、

ひ
し、

て
は
、

こ
の
戦
略
輔
換
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
諸
要
因
に
も
考
察
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。

中
園
戦
略
縛
換
に
は
一
般
的
に
は
内
因
と
外
国
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
碍
換
が
二
十
三
年
三
月
段
階
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
嘗
然
そ
の
最
大
の
要
因
と
し
て
二
十
三
年
二
月
の
庚
東
に
お
け
る
孫
文
に
よ
る
大
元
帥
府
の
成
立
と
い
う
外
国
を
上
げ
ら
れ
よ
う
。

が
、
筆
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
呉
の
武
力
統
一
策
へ
の
碍
換
は
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
る
か
に
早
く
、
遅
く
と
も
二
十
二
年
十
二
月
に

(
6
)
 

『
密
大
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
嘗
一
該
時
期
に
お
け
る
奉
直
再
戦
の
動
き
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

だ

は
な
さ
れ
て
い
る
。
叉

つ
ま
り
、
奉
天
汲
の
動

き
に
何
ら
か
の
愛
化
が
起
き
、

そ
の
た
め
に
輔
換
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
こ
の
轄
換
の
要
因
を
直
隷
波
内
部
に
求
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め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
題
名
に
使
用
し
た
ク
曹
銀
・
臭
侃
字
集
圏
φ

な
る
語
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
第

一
に
直
隷
波
軍
閥
と
し
な

か
っ
た
の
は
鴻
園
環
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
集
圏
と
匡
別
す
る
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
果
細
川
字
集
圏
と
し
な
か
っ
た
の
は
呉
を
有
力
な
成
員
と
す

る
こ
の
グ
ル

ー
プ
の
動
態
構
造
を
把
握
す
る
に
は
曹
銀
・
鴻
玉
鮮
の
存
在
を
無
視
し
得
ず
、

と
り
わ
け
後
者
を
こ
の
集
圏
の
中
に
組
み
入
れ
て

考
察
し
な
け
れ
ば
解
明
不
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
軍
事
集
圏
と
し
な
か
っ
た
の
は
臭
の
政
策
面
を
代
表
し
た
人
物
や
臭
の
政
策
へ
結
集
し

て
い
っ
た
部
分
を
も
考
察
封
象
か
ら
排
除
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
曹

・
呉
軍
閥
と
し
な
か
っ
た
の
は
軍
閥
と
い
う
固
定
的
静

態
的
債
値
観
か
ら
一
旦
離
れ
て
そ
の
集
囲
の
構
造
及
び
そ
れ
に
射
す
る
評
債
を
も
含
め
て
動
態
的
に
と
ら
え
て
み
た
い
と
レ
う
筆
者
の
意
向
を

表
わ
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
簡
皐
の
た
め
に
用
い
る
で
あ
ろ
う
直
譲
渡
あ
る
い
は
直
譲
渡
軍
閥
と
あ
る
の
は
曹
鐸

・

臭
侃
字
集
圏
の
謂
で
あ
る
。

軍
閥
史
研
究
は
や
や
も
す
れ
ば
、
そ
の
あ
ま
り
の
離
合
集
散
の
激
し
さ
と
複
雑
さ
の
ゆ
え
、
簡
略
化
し
て
嘗
一
該
時
期
に
お
け
る
そ
の
集
圏
の



重
要
な
成
員
を
考
察
外
に
お
い
た
り
、
中
央
政
府
の
動
向
に
決
定
的
影
響
を
輿
え
る
可
能
性
の
あ
る
首
都
周
迭
の
軍
事
配
置
や
部
陵
の
擦
大
・

改
編
正
規
軍
化
を
軽
視
し
た
り
し
て
軍
事
面
の
静
態
的
整
理
に
陥
り
易
い
。
ま
た
、

園
舎
・
内
閣
・
大
総
統
等
の
政
治
機
構
の
第
遷
も
そ
の
も

つ
一
意
味
を
つ
か
む
の
で
は
な
く
単
な
る
整
理
に
陥
り
易
い
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
、
中
園
戦
略
へ
の
諸
要
素
の
重
層
的
統
合
関
係
の
中
に
こ

そ
、
軍
閥
政
治
の
鍵
が
存
す
る
の
を
確
認
し
つ
つ
、
以
下
、
中
園
戦
略
の
轄
換
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
第
一
次
奉
直
戦
争
終
結
後
か
ら
、

一
九

二
三
年
三
月
ま
で
の
時
期
を
臭
侃
学
系
内
閣
の
頂
黙
に
位
置
す
る
王
寵
恵
内
閣
の
成
立
・
倒
援
と
曹
銀
・
呉
侃
字
集
圏
の
動
態
構
造
及
び
雨
者

(

7

)

 

の
連
動
性
に
焦
黙
を
し
ぼ
っ
て
考
察
し
、
先
の
課
題
に
答
え
て
い
き
た
い
。

曹
鋸
・
呉
侃
字
集
圏
の
形
成

第
一
次
奉
直
戦
争
後
、

一
九
二
二
年
後
牢
に
お
け
る
曹
・
呉
集
圏
の
動
態
構
造
を
把
握
す
る
準
備
と
し
て
簡
単
に
一
該
集
圏
の
軍
事
的
形
成
過
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程
及
び
地
盤
の
抜
大
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

曹
・
呉
集
園
は
軍
事
的
に
二
度
に
わ
た
り
機
充
し
た
。
一
度
目
は
一
九
一
六
年
九
月
、
曹
鋸
の
直
隷
督
軍
就
任
後
の
二
・
三
年
聞
で
あ
り
、

第
三
革
命
の
四
川
に
お
け
る
戦
闘
で
傷
つ
い
た
第
三
師
が
臭
の
指
揮
に
委
ね
ら
れ
て
精
鋭
化
す
る
と
と
も
に
以
下
の
五
箇
混
成
娠
が
作
り
上
げ

ら
れ
た
。
直
隷
第
一
混
成
放
(
放
長
王
承
斌
)
・
直
隷
第
二
混
成
放
(
波
長
閤
相
文
)
・
直
毅
第
三
混
成
放
(
放
長
薪
耀
南
)
・
直
隷
第
四
混
成
放
〈
絞

〈

8
)

長
曹
鋲
〉
・
直
隷
第
五
混
成
放
(
悠
長
商
徳
全
〉
で
あ
る
。
曹
鋲
の
混
成
放
を
除
き
、
他
の
四
放
は
臭
の
指
揮
に
従
っ
た
。

二
度
目
は
一
九
二

O
年
七
月
の
安
直
戦
争
の
時
で
安
徽
波
軍
隊
の
大
量
の
投
降
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
改
編
す
る
こ
と
に
よ
り
援
充
し
た
。

直
隷
第
一
混
成
振
を
第
二
十
三
師
に
、
直
隷
第
二
混
成
放
を
第
二
十
師
に
、
直
隷
第
三
混
成
放
を
第
二
十
五
師
に
、
直
隷
第
四
混
成
放
を
第
二

十
六
師
に
改
編
し
、
そ
れ
ぞ
れ
も
と
の
放
長
が
師
長
に
昇
格
す
る
と
と
も
に
、
第
九
師
(
師
長
陵
錦
)
、
第
二
十
四
師
(
師
長
張
福
来
)
が
編
成
さ

れ
、
さ
ら
に
補
充
第
一
放
が
第
十
二
混
成
放
(
放
長
葛
樹
扉
)
に
、
補
充
第
二
放
が
第
十
三
混
成
放
(
舷
長
董
政
圏
)
に
、
補
充
第
三
放
が
第
十
四

(

9

)

 

混
成
抜
(
政
長
彰
欝
華
〉
に
、
衛
隊
娠
が
第
十
五
混
成
放
(
披
長
孫
岳
)
に
そ
れ
ぞ
れ
嫌
充
さ
れ
た
。
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(

ω

)

 

地
盤
の
面
で
は
直
隷
の
ほ
か
に
一
九
二
O
年
六
月
に
呉
が
第
三
師
の
第
五
娠
を
洛
陽
に
駐
屯
さ
せ
て
洛
陽
を
根
接
地
と
す
る
基
を
聞
い
て
か

ら
河
南
省
を
質
質
的
に
お
さ
え
て
い
く
一
方
、

安
直
戦
争
勝
利
に
よ
り
安
徽
振
の
快
西
督
軍
陳
樹
藩
を
騎
逐
し
て
閤
相
文
を
、
彼
の
死
後
は
、

安
直
戦
争
以
前
よ
り
、
曹
・
呉
集
圏
の
外
様
的
存
在
と
な
っ
て
い
た
宜
的
玉
鮮
を
陳
西
督
軍
に
据
え
た
。
曹
・
臭
集
圏
が
地
盤
面
で
大
き
く
飛
躍

し
た
の
は
二
十
一
年
の
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
戦
わ
れ
た
湘
郭
戦
争
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、

驚
耀
南
が
湖
北
督
軍
に
就
任
し
、

曹
・
臭
集
圏
は
湖
北
の
地
盤
、
武
漢
の
資
源
及
び
京
漢
敏
道
全
線
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
一
九
年
春
頃
形
成
さ
れ
た
曹
・
果
及
び

〈

日

)

江
西
の
陳
光
速

・
江
蘇
の
李
純
・
湖
北
の
王
占
元
の
長
江
三
督
よ
り
な
る
新
し
い
直
隷
波
は
李
純
の
自
殺
、
湘
郡
戦
争
に
よ
る
王
占
元
の
混
落

に
よ
り
明
確
に
曹
・
臭
を
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

曹

・
呉
集
圏
の
勢
力
抜
大
の
根
本
要
因
と
な
っ
た
軍
事
訓
練
の
巌
格
さ
に
閲
し
て
は
立
場
の
異
な
る
者
も
一

致
し
て
承
認
す
る
所
で
あ

っ

た
。
北
洋
軍
聞
の
悪
習
を
さ
け
、
き
わ
め
て
巌
し
い
軍
紀
の
下
に
連
日
練
兵
が
な
さ
れ
、
強
固
で
訓
練
の
ゆ
き
と
ど
レ
た
組
織
あ
る
軍
隊
が
造

(
ロ
)

り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

軍
事
訓
練
と
並
ん
で
嘗
時
の
呉
を
他
の
軍
閥
か
ら
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
彼
の
政
治
を
推
準
し
た
者
た
ち
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
臭
の
顧

問
で
あ
っ
た
岡
野
増
次
郎
は
臭
の
人
材
登
用
法
と
し
て
、

①
長
年
の
部
下
で
優
秀
な
者
、

②
先
賢
老
練
の
達
人、

③

一
場
の
曾
合
で
意
気
投
合

(

臼

〉

し
た
者
の
三
種
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
内
、
前
二
者
は
呉
集
圏
の
古
い
鐙
質
を
温
存
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
に
射
し
、
第
三
の
グ
ル

ー
プ
は
呉
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集
圏
内
の
新
波
を
代
表
し
、
嘗
時
の
呉
の
政
治
、
中
園
戦
略
を
立
案
じ
て
い
た
。
第
一
次
奉
直
戦
争
後
、
洛
陽
の
巡
閲
使
署
で
活
躍
し
た
白
堅

武
と
一
九
二
二
年
北
京
政
府
内
に
お
い
て
突
を
代
表
し
て
活
躍
し
た
高
恩
洪
・
孫
丹
林
が
そ
れ
で
あ
る
。

(
U〉

白
堅
武
、
字
憧
遠
、
叉
は
輿

E
、
憧

E
、
直
隷
の
人
。
北
洋
法
政
専
門
皐
校
に
お
い
て
李
大
剣
の
同
皐
。
鴻
園
輩
、

つ
い
で
李
純
の
部
下
に

な
っ
た
の
ち
、
臭
の
配
下
に
入
る
。
呉
集
圏
の
新
涯
の
牙
城
は
白
を
慮
長
と
す
る
政
務
慮
で
あ
り
、
こ
こ
に
白
は
俊
才
数
十
人
を
結
集
し
て

い

〈

日

)

た
。
そ
の
一
人
醇
播
岳
は
「
上
海
聖
約
翰
大
皐
在
聞
学
中
、
血
気
に
は
し
り
、
陳
濁
秀

・
李
大
剣
ら
に
接
近
し
た
た
め
、
卒
業
時
に
第
二
席
に
落

さ
れ
、
米
留
皐
の
好
機
を
失
っ
た
」
と
い
う
。
彼
は
顧
維
鈎
の
推
薦
に
よ
り
政
務
慮
外
交
科
主
任
と
な
っ
た
。



ハ
時
〉

高
恩
洪
は
呉
と
同
郷
の
山
東
省
蓬
莱
の
人
。
一
九

O
一
年
か
ら
六
年
間
、
イ
ギ
リ
ス
に
留
撃
し
「
身
を
一
電
信
技
師
よ
り
起
し
、
:
:
:
民
園

初
年
湖
北
電
報
局
長
、
川
議
電
政
監
督
を
歴
任
」
し
た
。
十
六
年
以
降
上
海
電
報
局
長
に
輔
任
し
、
安
直
戦
争
に
際
し
て
電
報
局
の
物
資
を
買

却
し
て
呉
を
援
助
し
て
、
果
の
知
遇
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

口

)

孫
丹
林
、
字
翰
丞
、
叉
漢
塵
、
漢
伐
。
臭
と
同
郷
。
胡
適
は
孫
に
つ
い
て
「
こ
の
人
は
臭
の
諸
葛
亮
で
あ
る
。
呉
氏
が
今
日
有
る
を
得
た
の

は
大
半
は
彼
の
功
労
で
あ
る
。
呉
氏
に
は
た
し
か
に
用
兵
の
天
才
が
あ
る
が
政
治
に
お
い
て
は
一貫
に
子
供
に
す
ぎ
ず
、
ま
っ
た
く
孫
氏
及
び
白

(

凶

)

憧

E
の
助
け
に
頼
っ
て
い
る
。
段
棋
瑞
攻
撃
の
計
略
、
徐
世
昌
を
大
網
統
よ
り
追
う
計
略
は
と
も
に
孫
氏
が
提
出
し
た
構
想
だ
。
」
と
一
九
二

二
年
六
月
の
日
記
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
嘗
時
の
果
の
中
園
戦
略
の
主
な
内
容
で
あ
っ
た
安
直
戦
争
及
び
第
一
次
奉
直
戟
争
後
の
臨
時

約
法
・
奮
園
舎
の
回
復
、
繋
元
洪
の
大
線
統
へ
の
復
婦
の
政
策
は
孫
の
立
案
に
係
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
九
二
二
年
、
第
一
次
奉
直
戦
争
後
の
臭
の
政
治
は
以
上
の
三
人
が
活
護
に
動
く
中
で
展
開
さ
れ
た
。

王
寵
恵
内
閣
の
成
立
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序
で
も
記
し
た
よ
う
に
第
一
次
奉
直
戦
争
後
、
奉
天
涯
は
復
仇
を
期
し
、
日
本
の
援
助
の
下
、
軍
隊
の
大
改
造
を
行
な
っ
て
い
っ
た
。
直
隷

涯
と
し
て
は
多
護
す
る
兵
第
、
給
料
支
梯
い
要
求
の
蔓
延
と
と
も
に
奉
天
波
打
倒
の
た
め
に
大
規
模
な
借
款
を
必
須
と
し
、
英
米
に
し
き
り
に

(
四
〉

借
款
を
要
請
し
て
い
た
。
だ
が
、
果
は
安
徽
汲
あ
る
い
は
奉
天
涯
の
貰
園
政
策
を
痛
烈
に
非
難
し
て
き
た
だ
け
に
借
款
獲
得
に
際
し
て
露
骨
な

手
段
は
取
り
難
か
っ
た
。

他
方
、

一
九
二

O
年
十
月
に
正
式
に
成
立
し
た
新
四
園
銀
行
圏
に
つ
い
て
、
米
特
使
用
イ
色
町
江
口
}
向
者
・

ω
5
2
2
は
日
本
の
親
日
涯
へ
の
借

(
却
〉

款
供
輿
に
針
抗
し
て
米
が
親
英
米
汲
に
借
款
を
供
興
す
ベ
く
、
英
併
を
誘
っ
て
そ
れ
を
設
立
し
た
の
だ
と
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に

は
列
強
聞
の
利
害
調
整
の
み
で
な
く
、
日
本
に
反
劉
を
と
な
え
さ
せ
な
い
よ
う
な
名
義
あ
る
政
府
の
樹
立
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
前
駐
華

(

幻

)

公
使

HME-ω-maEnF
は
二
十
年
九
月
「
中
園
の
時
局
に
劃
す
る
提
案
」
の
中
で
借
款
園
の

「
政
府
財
政
の
基
礎
が
強
健
で
な
け
れ
ば
な
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ら
ず
」

「
憲
法
及
び
園
舎
選
拳
法
を
制
定
し
、

中
園
の
各
部
分
が
み
な
法
律
の
基
礎
の
上
に
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
L

な
ぜ
な
ら
、

「
負
債
園
の
人
民
代
表
の
参
輿
の
行
動
を
経
て
い
な
い
と
、
将
来
い
つ
で
も
、

そ
の
園
の
人
民
は
正
嘗
に
こ
の
借
款
を
否
認
す
る

め
開
地
が
あ
る
か
ら
だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
中
園
圏
内
の
借
款
反
針
を
抑
え
る
に
は
園
舎
の
正
常
化
、

正
常
な
政
府
の
成
立
、
憲

法
の
制
定
が
必
要
だ
と
し
て
レ
る
の
で
あ
る
。

直
隷
波
側
の
借
款
獲
得
の
必
要
性
と
英
米
側
の
篠
件
が
し
だ
い
に
結
合
し
て
第

一
次
奉
直
戦
争
後
の
臨
時
約
法
の
復
活
、
奮
園
舎
の
再
開
と

今
統
。
は
惇
統
を
さ
し
て
い

た
。
民
園
に
入
っ
て
も
祉
禽
紋
況
が

一
向
に
好
轄
し
な
レ
こ
と
に
劃
し
て
保
守
波
は
。
統
。
が
く
ず
れ
た
か
ら
だ
と
し
、
進
歩
涯
は

。
法
φ

が

レ
っ
た
呉
の
政
策
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を
首
時
、

今
法
統
の
回
復
φ

と
い
っ
た
。
も
と
も
と
φ

法
々
は
憲
法
を

確
立
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
し
た
。

「
こ
の
よ
う
に
憲
法
と
停
統
と
の
聞
の
、
ま
た
、
新
制
度
と
醤
文
化
と
の
聞
は
ま
こ
と
に
解
決
さ
れ
が
た

い
矛
盾
で
あ
っ
た
。
」
だ
が
、
「
一
九
二
ハ
年
に
臨
時
約
法
が
復
活
し
、
園
舎
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
は
中
園
の
立
憲
政
治
に
一
つ
の
俸
統
を
う
ち

(

幻

)

そ
れ
は

J
伝
統
dv

に
憲
法
の
停
統
と
い
う
新
し
い
一
意
一
味
を
輿
え
た
。」
こ
の
法
統
回
復
は
庚
東
の
孫
文
の
護
法
政
府
の
存
立
基
盤
を

揺
る
が
す
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
な
く
、
悪
名
高
い
安
一
幅
園
舎
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
徐
世
昌
を
大
線
統
か
ら
追
い
、

さ
ら
に
連
省
自
治
の
動
き

- 88ー

ニ
F
L

・-
。

ナ
'
司
、
中
J

を
抑
え
る
こ
と
も
で
き
る
方
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
第

一
次
奉
直
戦
争
後
の
直
隷
波
の
舎
議
で
園
民
曾
議
な
ど
の
読
が
退
け
ら
れ
、
法
統

(
幻
)

回
復
策
が
即
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
貫
に
こ
の
法
統
回
復
策
は
一
九
二
二
年
六
月
十
六
日
の
陳
畑
明
の
反
飽
の
動

(
M〉

因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
一
九
二
二
年
六
月
十

一
日
に
は
繋
元
洪
が
大
総
統
に
返
り
咲
き
、

八
月
十
一
日
に
は
奮
園
舎
が
再
開
さ
れ
た
。

政
府
(
内
閣
)
方

面
で
は
こ
の
流
れ
に
沿
う
主
張
が
早
く
も
五
月
十
四
日
に
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
努
力
週
報
』
第
二
期
に
の
っ
た
「
我
門
的
政
治
主
張
」

で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
高
き
に
す
ぎ
る
理
想
で
は
な
く

今
好
人
φ

が
奮
闘
精
神
を
持
つ
こ
と
が
政
治
改
革
の
着
手
手
段
だ
と
し
、
具
健
策
と

し
て
、
公
開
の
民
意
を
代
表
す
る
南
北
和
卒
曾
議
を
開
催
す
る
、
和
議
の
僚
件
と
し
て
奮
園
舎
を
回
復
し
、
和
卒
曾
議
が
園
舎
に
期
限
通
り
憲

法
を
制
定
さ
せ
る
等
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
主
張
に
は
察
元
培
・
胡
遁
・
李
大
剖
を
は
じ
め
、

王
寵
恵
・
羅
文
幹
・

湯
爾
和
な
ど
鋒
々
た
る
人



物
が
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
後
の
三
人
は
九
月
十
九
日
に
成
立
す
る
王
寵
恵
内
閣
の
閣
員
で
も
あ
る
。

一
九
二
二
年
五
月
の
第
一
次
奉
直
戦
争
終
結
以
後
、
同
年
九
月
に
王
寵
恵
内
閣
が
成
立
す
る
ま
で
の
外
交
圏
の
動
き
に
閲
し
て
中
共
の
奈
和

森
は
「
英
米
一
帝
園
主
義
は
第
一
次
奉
直
戦
争
後
、

は
じ
め
、
臭
を
援
助
し
て
一
拳
に
統
一
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
臭
が
奉
天
涯
に
勝
利
し
た
翌

日
、
外
交
圏
は
即
座
に
彼
に
借
款
を
輿
え
て
中
園
を
統
一
さ
せ
る
こ
と
を
集
議
し
た
。

の
ち
、

日
本
政
府
が
賛
成
せ
ず
、

ま
た
、
臭
細
川
学
に
劃

し
て
も
ま
だ
疑
曜
の
貼
(
突
は
も
と
愛
閣
の
看
板
を
か
か
げ
て
お
り
、
か
つ
外
債
を
借
り
る
こ
と
を
否
認
し
て
い
た
〉
が
あ
り
、

英
米
一
帯
一
圏
主
義
者
は
先

の
方
策
は
あ
ま
り
に
軽
率
だ
と
悟
り
、
そ
こ
で
一
意
外
交
系
に
内
閣
を
と
ら
せ
る
こ
と
を
方
針
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
針
で
現
在
に
至
り
、

(

お

)

新
銀
行
圏
の
回
り
道
は
よ
う
や
く
成
功
」
し
た
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
嘗
時
と
り
わ
け
大
き
な
外
交
課
題
が
な
い
に
も
か
か
わ

(

M

m

)

 

ら
ず
、
英
が
ワ
シ
ン
ト
ン
曾
議
参
加
者
に
よ
る
組
閣
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
か
く
し
て
、
呉
侃
学
の
苦
心
の
策
と
も
言
う
ベ

王

寵

恵

き
王
寵
恵
内
閣
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
閣
僚
は
、

総

理

羅

文

幹

財
政
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で
あ
る
。
こ
の
内
、
孫
・
高
恩
洪
は
呉
の
腹
心
で
あ
り
、
王
と
顧
は
ワ
シ
ン
ト
ン
曾
議
中
園
代
表
で
あ
り
、

し
、
圏
内
で
は
ど
の
涯
に
も
属
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
無
薫
波
の

ゥ
好
人
。
と
呼
ば
れ
た
。
曹
鐸
涯
は
高
凌
爵
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
王

(

幻

)

ゥ
好
人
政
府
。
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
王
寵
恵
内
閣
は
嘗
時
進
行
し
て

数
育

湯

爾

和

内
務

孫

丹

林

外
チ マ

』句

顧

維

鈎

高

凌

爵

農
商

交
通

高

恩

洪

陸
軍

張

紹

曾

海
軍

李

鼎

新

徐

司
法

謙

羅
・
湯
と
と
も
に
英
米
波
に
属

寵
恵
内
閣
は
ゥ
洛
涯
政
府
φ

今
英
米
波
政
府
。

い
た
直
隷
汲
の
内
部
封
立
の
中
で
倒
壊
す
る
の
で
あ
る
。

(
奥
振
の
意
)
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曹
鋸
・
呉
侃
字
集
圏
の
動
態
構
造

法
統
回
復
に
閲
し
て
臭
侃
必
ず
と
曹
銀
は
と
も
に
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
聞
に
微
妙
な
差
異
が
あ
っ
た
。
曹
鋸
は
察
元
洪
の
大
線
統
返
り
咲

(

お

)

き
に
不
満
で
あ
っ
た
。
自
ら
が
成
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
呉
も
曹
が
大
線
統
に
な
る
の
に
反
封
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
呉
は
曹
が

徐
世
昌
の
よ
う
に
非
法
に
大
総
統
に
な
る
こ
と
を
願
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
「
ま
ず
憲
法
を
制
定
し
、
つ
い
で
大
総
統
を
選
出
す
る
」
こ
と

〈

m
U
)

を
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
眼
目
は
あ
く
ま
で
も
世
論
を
納
得
さ
せ
得
る
よ
う
な
形
で
曹
鋸
が
大
線
統
に
就
任
す
る
と
い
う
こ

と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
手
順
や
形
式
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
二
十
三
年
十
月
曹
鋸
は
悪
名
高
い
賄
濯
に
よ
り
大
線
統

に
就
任
す
る
と
同
時
に

。
民
主
的
。
な

ク
曹
鋸
憲
法
。
を
護
布
す
る
が
、
こ
れ
は
呉
の
反
劉
を
形
式
面
の
み
整
え
る
こ
と
に
よ
り
封
殺
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
呉
の
先
の
主
張
は
曹
に
と
り
、
繋
元
洪
の
返
り
咲
き
に
つ
づ
い
て
、
ま
た
も
や
大
線
統
へ
の
就
任
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

(

m
山

〉

(

引

叫

〉

し
た
。
曹
と
臭
の
封
立
は
二
十
二
年
八
月
に
表
面
化
し
、
十
月
に
は
ま
ず
ま
ず
そ
の
激
し
さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
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こ
の
曹
と
臭
の
封
立
に
曹
の
側
に
つ
く
の
は
復
の
弟
た
ち
で
あ
る
。
曹
鎮
は
一
九
一
七
年
に
第
四
混
成
波
放
長
で
あ
っ
た
と
き
か
ら
臭
に
服

(
位
)

従
せ
ず
、
第
一
次
奉
直
戦
争
勃
稜
に
際
し
て
は
王
承
斌
と
と
も
に
開
戦
に
反
射
し
た
。
曹
銑
は
自
分
の
子
が
曹
錫
の
後
縫
ぎ
で
も
あ
り
、
曹
鋸

の
私
産
を
管
理
し
て
い
た
た
め
通
常
の
兄
弟
よ
り
親
密
な
闘
係
に
あ
っ
た
が
、
具
に
は
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
。
第
一
次
奉
直
戦
争
後
、
呉
が
天
津

に
行
っ
た
際
、
直
隷
省
の
諸
圏
鐙
は
彼
に
省
長
曹
鋭
の
更
迭
を
請
願
し
た
。
果
た
し
て
、
六
月
十
二
日
曹
鋭
は
菟
職
に
な
り
臭
を
惜
ん
だ
と
い

(

幻

〉

久
ノ
。

曹
鏡
を
繕
い
で
直
隷
省
長
に
な
っ
た
の
は
王
承
斌
で
あ
る
。
王
は
遼
寧
省
奉
天
府
輿
城
の
出
で
陸
軍
大
拳
の
卒
業
。
直
隷
汲
将
領
の
中
で
事

(

鈍

)

歴
が
最
高
で
数
育
水
準
が
高
い
の
み
で
な
く
、
戦
略
に
も
通
じ
て
お
り
、
そ
の
皐
識
・
戦
功
は
臭
に
匹
敵
し
た
。
そ
の
た
め
曹
鋸
踊
系
の
中
で

(

お

)

(

お

)

そ
の
。
資
望
。
(
経
歴
と
信
望
)
は
臭
に
次
い
だ
。
二
十
四
年
に
王
承
斌
に
か
わ
っ
て
第
二
十
三
師
師
長
に
な
っ
た
王
維
域
の
回
憶
に
よ
ろ
う
。

王
承
斌
は
旗
人
で
原
名
は
承
斌
の
み
、
宗
一
砿
黛
に
参
加
し
た
。
果
が
曹
に
王
は
宗
祉
黛
な
の
で
用
い
な
い
よ
う
提
案
し
て
以
来
、

王
は
果
に
わ



だ
か
ま
り
を
持
っ
た
と
い
う
。
維
城
は
彼
と
保
定
軍
官
拳
校
の
同
組
で
安
直
戦
争
後
、
彼
の
第
二
十
三
師
の
第
四
十
五
旗
按
長
と
な
る
。
第
一

次
奉
直
戟
争
が
始
ま
る
と
維
城
は
第
四
十
五
放
の
六
替
の
内
、
二
告
を
率
い
中
路
を
携
嘗
し
、
巧
み
な
戦
術
で
奉
天
軍
を
破
っ
た
。
同
放
の
二

替
は
承
斌
が
永
定
河
方
面
へ
移
動
さ
せ
残
り
二
営
は
第
三
師
を
支
援
し
た
。
奉
天
軍
が
崩
援
し
か
け
た
と
き
、
維
城
は
代
理
線
司
令
と
な
っ
て

い
た
承
斌
に
四
度
も
電
報
で
迫
撃
命
令
を
出
す
よ
う
要
請
し
た
が
彼
は
握
り
つ
ぶ
し
た
。
こ
れ
を
果
は
の
ち
に
は
じ
め
て
知
っ
た
と
い
う
。
承

斌
は
郷
土
観
念
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
本
衆
直
隷
督
軍
に
な
り
た
が
っ
て
い
た
が
曹
鋸
が
手
放
さ
な
か
っ
た
の
で
曹
鋭
を
縫
い
で
直
隷

省
長
に
な
っ
た
。
こ
の
時
、
臭
は
彼
に
維
城
の
戦
功
に
報
い
る
た
め
第
二
十
三
師
を
手
放
す
よ
う
言
っ
た
が
、
彼
は
譲
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
呉

(

幻

)

が
丘
ハ
擢
を
奪
お
う
と
し
た
こ
と
に
封
し
曹
銀
に
取
り
入
っ
て
封
抗
し
た
と
い
う
。
彼
は
直
隷
督
軍
、
さ
ら
に
は
直
魯
殻
巡
閲
使
に
な
る
こ
と
を

考
え
て
い
た
が
、
曹
鋸
が
そ
の
地
位
に
居
る
以
上
無
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
は
曹
を
大
線
統
に
の
ぼ
ら
せ
る
の
に
量
力
し
た
の
だ
と
い

う
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か
く
し
て
、
曹
鋸
(
保
定
〉
と
王
承
斌
(
天
津
〉
は
そ
の
利
害
が
一
致
し
て
き
た
。
臭
侃
字
の
洛
陽
涯
に
劃
す
る
津
保
涯
の
形
成
で
あ
る
。
津

保
汲
と
洛
陽
涯
の
針
立
に
今
一
つ
、
果
侃
字
と
鴻
玉
鮮
の
針
立
が
か
ら
み
あ
っ
て
く
る
。
眼
を
河
南
に
碍
じ
よ
う
。

『
農
報
』

一
九
二
二
年
八
月
三
十
日
の
「
議
省
代
表
来
京
請
願
裁
兵
」
に
嘗
時
河
南
に
駐
屯
し
て
い
た
軍
隊
及
び
軍
費
の
一
覧
表
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。

表
1 

一
九
二
二
年
の
河
南
省
駐
屯
軍
隊
表

名
稽
及
び
長
官

毎
月
軍
費

沿

草

備

考

侠
西
陸
軍
第
一
師

師

長

胡

景

翼

一誠

鈎

一
際
西
よ
り
直
隷
波
支
援
の
た
め
河
南
直
隷
閲
に
駐

一

一

四

高

元

一

屯

。

一

一驚

飼

一
現
在
第
十
四
師
に
改
む
る
も
各
省
で
裁
兵
の
議
論
が

一
奉
直
戟
争
の
際
、
捜
い
ま
ま
に
知
事
を
任
命
し
、
地

一

四
・
五
寓
元

一
盛
ん
な
の
で
未
だ
明
文
を
愛
布
し
て
い
な
い
。

一

方
か
ら
し
ぼ
り
と
っ
た
金
、
計
り
知
れ
ず
。
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陸
軍
第
八
混
成
放

放

長

新

雲

勢
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第
十
一
師

一

十
四
高
元

一
痛
が
侠
西
よ
り
河
南
に
つ
れ
て
き
た
。

一

按
ず
る
に
第
十
一
師
は
中
央
の
軍
隊
で
あ
り
、
河
南

師

長

官

同

玉

砕

-

一

一

省
が
軍
費
を
支
給
す
べ
き
で
は
な
い
。

新
編
河
南
遊
撃
陸
軍
衡
軍

一

一

一

一

九
高
元

一
鴻
が
新
た
に
募
集
。

一

計
六
幽

一

一

一

暫
編
河
南
陸
軍
第
一
師

一

十
四
高
元

↑
毅
箪
よ
り
改
編
。
わ
ず
か
に
銃
三
千
丁
の
み
。
現

一
奥
傾
向
子
、
一
師
扱
い
の
軍
費
支
給
を
承
認
。

師

長

常

徳

盛

一

一

在
、
江
西
へ
出
動
。

一

燦

林

一

七
高
元

一
該
腹
、
か
つ
て
呉
使
に
し
た
が
い
直
隷
波
を
援
助
、

一
呉
使
、
一
混
成
放
扱
い
。

一
混
成
旋

↑

一

貧
数
千
人
未
満
。

一

一

七
高
元

一
一
該
般
は
か
つ
て
湘
郡
撃
に
参
加
貫
教
千
人
前
後
。

一
同

右

一

七
蔦
元

一
室
軍
二
倍
の
み
。

十
同

右

」

七
高
元

一
奉
天
涯
先
鋒
除
よ
り
改
編

r
l
l
l

一対

飼

一
侠
軍
、
鴻
が
移
動
さ
せ
る
。

一
河
南
陸
軍
に
改
め
た
と
い
う
設
あ
り
。

一

二
寓
元

一

一

一都

納

一

一

一

一

侠
西
、
直
毅
汲
援
助
の
た
め
河
南
に
留
ま
る
。

一

一

二
蔦
元

一

一

一

一
一
喜

一

撃

よ
り
改

Til-
と号

γ
一
言

一

宮

扱

い

ι
1
1

1

1

「む一

E
i

一

一

r一
一
高
元

一
(
八

一
高
元
|
引
用
者
)

林

愈
一
混
成
放

馬

志

敏二
混
成
絞

李

治

雲一
混
成
飯

田

維

動一

般

曹

世

英一

放

丁

香

玲一
混
成
園

清

郷

除一

圏

ム口

。馬
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こ
の
表
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
で
二
十
二
年
八
月
段
階
で
河
南
に
駐
屯
し
て
い
た
軍
陵
に
洛
陽
の
果
係
学
の
第
三
師
、
及
び
鄭
州
の
張
一
拍

来
の
第
二
十
四
師
、
が
あ
る
。
と
も
に
中
央
軍
で
河
南
省
財
政
か
ら
の
軍
費
支
給
封
象
で
は
な
い
の
で
表
に
は
出
て
こ
な
い
。
ま
ず
、

こ
れ
ら
の

軍
隊
の
軍
紀
・
戦
闘
能
力
別
に
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
こ
と
に
よ
り
、
嘗
時
の
河
南
に
お
け
る
軍
事
情
況
を
よ
り
リ
ア
ル
に
把
握
し
て
い
き
た

し、。
ほ
ぽ
毎
年
な
さ
れ
た
陸
軍
省
『
密
大
日
記
』
所
牧
の
「
北
支
那
軍
事
調
査
報
告
」
の
内
、
嘗
一
該
時
期
に
最
も
近
い
の
は
一
九
二
三
年
五
月
末

調
べ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
各
軍
の
戦
闘
力
に
射
す
る
評
債
は
二
十
二
年
段
階
の
そ
れ
を
想
定
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
鴻
玉
群

の
軍
隊
を
と
り
上
げ
よ
う
。
一
該
調
査
の
。
教
育
訓
練
。
の
項
で
は
、
鴻
軍
の
将
校
に
つ
い
て
、

上
級
将
校
ノ
数
育
ニ
ハ
陸
軍
大
祭
出
身
ノ
数
官
ヲ
用
ヒ
圃
上
及
現
地
-
一
於
テ
新
戦
術
ヲ
教
育
シ
且
輔
重
兵
枯
勤
務
ヲ
数
育
ス
将
校
ニ
ハ
基

督
数
的
精
神
教
育
ヲ
施
シ
ツ
ツ
ア
リ

下
級
将
校
ハ
卒
伍
出
身
者
多
ク
皐
力
低
シ
然
レ
ト
モ
鐙
力
強
ク
且
鴻
ノ
座
制
ニ
盲
従
ス
要
ス
ル
ニ
将
校
教
育
ハ
逐
次
進
歩
シ
ツ
ツ
ア
リ
テ
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支
那
軍
将
校
中
能
力
優
秀
ノ
者
多
シ

と
述
べ
、
き
わ
め
て
高
い
評
債
を
下
し
、
下
士
卒
に
つ
い
て
は

軍
紀
尤
モ
巌
粛
ニ
シ
テ
人
民
ノ
風
評
良
シ
一
般
将
校
以
下
粗
食
ニ
シ
テ
行
軍
力
大
ナ
リ
日
々
巌
格
ナ
ル
訓
練
ヲ
行
フ
木
工
具
毛
布
耀
詰
等

ノ
製
造
ヲ
下
士
卒
ニ
教
育
シ
自
給
自
足
ノ
途
ヲ
講
シ
叉
軍
用
自
動
車
操
縦
ヲ
モ
練
習
シ
ア
リ

日
本
軍
-
一
劉
ス
ル
能
力
上
ノ
差
異
判
断
の
項
で
は
、

と
記
し
、教

育
訓
練
以
上
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
支
那
軍
中
出
色
ノ
貼
ア
リ

故
ニ
能
力
ハ
左
ノ
如
シ

J1 

と
し
て
い
る
。
日
本
軍
に
劃
す
る
戦
闘
能
力
が
二
分
の
一
と
あ
る
の
は
一
見
低
い
評
債
と
考
え
ら
れ
る
が
賓
は
そ
う
で
は
な
く
、

ま
る
調
査
に
お
い
て
北
中
園
の
全
中
園
軍
の
中
で
最
も
高
い
評
債
な
の
で
あ
る
。

次
に
巌
し
い
軍
事
訓
練
を
行
な
っ
て
い
た
呉
細
川
字
の
第
三
師
に
つ
い
て
、
将
校
の
項
に
は
、

こ
の
詳
細
極
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日
本
土
官
民
平
校
出
身
ノ
将
校
少
数
ア
リ
下
士
卒
ノ
数
育
ハ
密
集
数
練
ニ
重
キ
ヲ
置
キ
ヲ
レ
リ

と
記
し
、

日
本
軍
ニ
針
ス
ル
能
力
上
ノ
差
異
判
断
の
項
で
は
、

大
鐙
ニ
於
テ
河
南
軍
ニ
比
シ
優
秀
ニ
シ
テ
針
日
軍
ノ
能
力
左
ノ
如
シ

と
あ
る
が
残
念
な
が
ら
数
値
は
記
入
漏
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
摘
要
の
項
に
は
、

数
練
-
一
口
口
ス
ル
モ
其
ノ
方
法
奮
式
ナ
リ
一
般

一一元
気
旺
盛
将
校
以
下
兵
器
ノ
取
扱
方
法
ノ
了
解
充
分
ナ
ラ
ス

と
記
し
、
明
ら
か
に
鴻
玉
鮮
軍
に
劃
す
る
許
債
よ
り
低
い
。

ま
た
、
河
南
軍
の
日
本
兵
ニ
封
ス
ル
能
力
剣
断
の
項
に
、

% 

u 
箪
陵
ト
シ
テ
ノ
数
育
ハ
頗
ル
不
完
全
ニ
シ
テ
加
フ
ル
ニ
傭
兵
ノ
魚
戦
時
其
ノ
程
度
更
ニ
低
下
シ
年
齢
ノ
差
著
シ
ク
我
軍
隊
ノ
一

ニ
封
シ
テ
彼
ノ
四
乃
至
(
五
|
|
引
用
者
補
充
〉
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
要
ス
ヘ
シ

と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
見
る
と
臭
軍
の
日
本
軍
に
針
す
る
許
債
は
ほ
ぼ
三
分
の
一
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

先
の
『
最
報
』
の
一
覧
表
の
あ
と
に
「
馬
燦
林
・
馬
志
敏
・
李
治
雲
・
丁
香
玲
の
四
人
は
趨
伺
の
奮
賂
で
あ
り
、

鴇

・
王
痛
蔚
・
岳
維
峻
ら
の
客
軍
の
下
に
あ
る
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
順
天
時
報
』
に
は
「
鴻
玉
鮮
・
張
一
踊
来

・
斬
雲
鴇
及
び
果
保
必
ず
の
軍
隊

(

m
品

)

は
紀
律
が
ま
だ
よ
い
、
:
:
:
ほ
か
の
胡
景
翼
・
常
徳
勝
・
馬
燦
林
ら
の
率
い
る
軍
隊
或
い
は
客
軍
は
軍
紀
が
厳
格
で
な
い
」
と
あ
る
。
以
上
の

材
料
を
総
合
し
て
嘗
一
該
時
期
、
河
南
省
に
駐
屯
し
て
い
た
軍
陵
を
軍
紀
・
戦
闘
能
力
の
ラ
ン
ク
で
分
け
る
と
最
良
が
鴻
玉
群
軍
、

字
・
張
一
隅
来

・
新
雲
鴇
の
軍
、
第
三
が
胡
景
翼
の
快
軍
、
最
悪
が
馬
燦
林
ら
の
嘗
河
南
軍
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

聾
里
は
胡
景
翼
・
斬
雲
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つ
い
で
呉
侃

こ
れ
ら
の
河
南
駐
屯
軍
の
聞
で
「
鴻
玉
鮮
は
軍
費
問
題
で
新
任
の
第
十
四
師
師
長
新
雲
鴇
・
快
軍
第
一
師
師
長
胡
景
翼
と
不
和
で
、
河
南
で

(
m
m
)
 

は
張
一
帽
来
(
鴻
の
後
の
河
南
督
寧
|
|
引
用
者
)
・
新

・
胡
が
三
角
同
盟
を
組
織
し
鴻
打
倒
を
重
策
し
て
い
る
と
の
う
わ
さ
が
贋
ま
っ
て
い
た
。
」
と

一
九
二
二
年
十
月
二
十
一
日
「
各
方
盛
停
鴻
玉
群
他
調
之
内
幕
」
の
中
に
は
反
鴻
三
角
同
盟
の
形
成
過
程
が
詳
し
く
記
さ
れ

『
員
報
』

、
。

、し
V
3』
4

て
い
る
。



祷
氏
が
河
南
督
寧
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
、
新
雲
携
は
省
長
を
、
胡
景
翼
は
軍
務
曾
習
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
:
:
:
鄭
州
の
戦
闘
で
濡
氏
と

同
様
に
力
を
出
し
た
の
で
分
け
前
に
あ
.
す
か
ろ
う
と
考
え
た
の
だ
あ
り
、
大
部
隊
を
擁
し
て
い
る
の
に
地
盤
が
な
く
軍
費
の
あ
て
も
な
い

の
は
あ
る
い
は
議
想
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
嘗
時
つ
い
に
そ
の
欲
望
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
で
雨
人
は
濡
を
猪
疑
し

た

と
、
第
一
次
奉
直
戦
争
の
論
功
行
賞
に
劃
す
る
斬
・
胡
の
不
満
を
記
し
て
い
る
。
嘗
時
、
中
央
か
ら
の
地
方
へ
の
財
政
援
助
が
急
激
に
減
少

し
、
た
と
い
中
央
の
正
規
軍
で
あ
っ
て
も
地
方
で
自
ら
の
寧
費
を
調
達
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
濡
玉
鮮
軍
の
軍
費
も
ま
っ

た
く
河
南
省
の
牧
入
に
依
存
し
て
い
た
。
こ
の
一
意
味
で
は
斬
の
軍
も
中
央
軍
で
あ
り
、
鴻
軍
と
同
じ
立
場
に
立
ち
得
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

胡
景
翼
の
快
軍
は
河
南
軍
と
さ
れ
て
い
な
い
以
上
原
則
的
に
快
西
省
の
牧
入
か
ら
、

そ
の
主
な
軍
費
を
ま
か
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
嘗
時
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
望
み
得
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
一あ
る
。

河
南
の
人
々
は
軍
事
費
の
増
加
が
あ
ま
り
に
大
き
く
、
毎
月
の
軍
費
が
八
十
六
蔦
元
儀
り
に
増
加
し
た
の
で
各
地
に
奔
走
呼
競
し
て
負
携

軽
減
を
請
願
し
た
。
そ
の
結
果
、
臭
は
親
筆
で
毎
月
五
十
四
蔦
元
に
減
ら
す
と
し
た
。
こ
れ
は
前
督
軍
越
伺
時
代
よ
り
わ
ず
か
に
二
蔦
元
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つ
い
で
同
記
事
は
、

少
な
い
だ
け
で
あ
っ
た
。

と
、
河
南
省
に
お
け
る
軍
事
費
負
鎗
の
急
激
な
増
大
と
そ
れ
に
反
裂
を
強
め
て
民
衆
が
請
願
運
動
を
展
開
し
て
い
る
模
様
を
俸
え
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
越
伺
の
時
期
に
は
毎
月
の
軍
費
が
五
十
六
寓
元
、
年
間
六
七
二
蔦
元
、
先
の
一
覧
表
の
見
ら
れ
る
八
月
段
階
で
は
そ
れ
が
八
十
一

蔦
元
に
、
十
月
に
は
さ
ら
に
増
大
し
て
八
十
六
寓
元
、
年
嘗
り
一

O
三
二
蔦
元
に
な
っ
て
い
る
。
『
園
民
軍
史
稿
』
に
よ
る
と
嘗
時
の
河
南
省

(

川

叫

)

の
歳
入
は
約
一
一

O
O除
寓
元
で
賓
牧
入
は
九

O
O蔦
元
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
皐
に
軍
事
費
の
み
で
全
牧
入
を
上
回
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
す
さ
ま
じ
い
欣
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

95 

こ
の
請
願
運
動
の
結
果
、
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新
・
胡
の
各
軍
は
毎
月
河
南
省
が
補
助
す
る
費
用
(
各
四
・
五
蔦
元
〉
が
す
で
に
牟
ば
を
削
ら
れ
た
の
で
大
い
に
不
満
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は

河
南
の
人
々
の
呼
挽
は
宮
仰
が
あ
や
つ
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
い
の
な
ら
、
な
ぜ
そ
れ
に
干
渉
を
加
え
な
い
の
か
と
考
え
た
。

彼
ら
は
鴻
に

報
い
る
方
法
を
ひ
そ
か
に
謀
っ
た
が
、
自
分
た
ち
の
力
が
弱
く
て
鴻
に
針
抗
す
る
に
足
り
な
い
と
考
え
、
第
二
十
四
師
師
長
張
一
隅
来
氏
と

誼
み
を
結
び
、
源
問
を
排
除
し
張
を
推
戴
し
た
い
と
い
っ
た
。
:
:
:
か
く
し
て
小
さ
な
三
角
同
盟
が
成
立
し
た
。

と
、
張
一踊
来
・
斬
雲
鴇
・
胡
景
翼
の
三
人
に
よ
る
反
鴻
玉
鮮
の
三
角
同
盟
の
形
成
を
記
し
て
い
る
。

胡
・
新
軍
が
軍
費
削
減
に
向
か
わ
さ
れ
て
い
た
と
き
、
鴻
軍
は
い
か
な
る
欣
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
濡
は
自
ら
の
兵
士
に
給
料

を
遅
配
し
た
分
を
含
め
て
一
気
に
梯
っ
て
い
る
。

抜
か
ら
第
十
一
師
に
改
編
さ
れ
た
と
き
、
軍
費
・
武
器
を
増
加
し
な
い
と
い
う
制
限
篠
項
が
あ
り
、

(

川

出

)

時
、
補
充
が
完
成
し
た
よ
と
い
う
。

そ
の
上
、
こ
の
時
期
鴻
は
補
充
圏
五
箇
、
毎
圏
二
千
人
を
編
制
し
、

一
師
が
約
一
高
人
と
す
る
と
、
鴻
軍
は
第
十
一
師
の
兵
士
の
給
料
を
完
済
し
、
武
器
の
補
充
を
完
成
し
、
さ
ら
に
補
充
圏
と
皐
兵
国
一
蔦
徐
人

「
河
南
に
つ
い
て
か
ら
二
箇
月
内
に
連
績
し
て
五
箇
月
分
の
給
料
を
梯
っ
た
。
第
十
六
混
成

そ
の
た
め
不
足
額
も
多
か
っ
た
が
、
こ
の

(

必

〉

衛
隊
圏
を
皐
兵
圏
に
改
編
し
た
。
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を
増
や
し
、
兵
力
は
二
倍
強
に
念
抜
大
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、

こ
れ
は
戦
時
に
お
け
る
敵
の
投
降
で
は
な
く
卒
時
に
お
い
て
な
さ
れ

(
円
相
〉

て
い
る
。
ま
た
、
時
の
陸
軍
総
長
張
紹
曾
の
弟
で
臭
の
も
と
で
軍
事
参
賛
に
な
っ
て
い
た
張
紹
程
の
回
憶
に
よ
る
と
、
鴻
は
丘
ハ工
廠
か
ら
の
丘
一

器
の
補
充
購
入
に
闘
す
る
臭
の
手
誌
を
紹
程
を
逼
し
て
得
た
が
、

そ
の
命
令
の
上
に
は
武
器
の
種
類
と
数
量
が
記
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

い
く
ら
購
入
し
て
も
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
「
兵
工
廠
か
ら
き
わ
め
て
充
足
し
た
三
箇
放
で
も
使
い
切
れ
な

い
銃
揮
を
購
入
し
た
」
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
第
一
夫
奉
直
戦
争
後
、

華
北
に
お
け
る
(
そ
し

て
、
お
そ
ら
く
は
全
中
園
に
お
け
る
)
最
精
鋭
部
隊
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
ま
た
胡
景
翼
・
斬
雲
鴇
・
張
一
踊
来
の
反
鴻
三
角
同
盟

の
形
成
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
臭
が
鴻
に
一
時
に
八
十
蔦
元
、
以
後
、
毎
月
二
十
寓
元
を
上
納
せ
よ
と
要
求
し
た
の
に
封

(
川
相
〉

し
、
鴻
は
拒
否
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
呉
と
鴻
の
劉
立
に
反
宮
崎
三
角
同
盟
の
形
成
が
加
わ
り
、
河
南
省
に
お
け
る
軍
事
的
緊
張
が
急
激
に
高

河
南
督
軍
に
就
任
し
た
鴻
玉
鮮
は
排
他
的
に
自
軍
の
援
充
を
ば
か
り
、



ま
っ
て
く
る
。
も
は
や
、
鴻
の
河
南
退
出
は
時
聞
の
問
題
と
な
っ
た
。

こ
の
の
ち
、
鴻
玉
鮮
は
陸
軍
検
閲
使
と
し
て
北
京
に
移
駐
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
閲
し
て
、
鴻
は
「
臭
が
中
央
に
鴻
を
陸
軍
検
閲
使
に

(

江

山

)

マ

マ

移
す
よ
う
に
提
案
し
た
と
人
か
ら
聞
い
た
。
」
「
は
た
し
て
呉
侃
字
が
保
定
汲
の
閣
員
高
恩
洪
に
示
唆
し
、
察
元
洪
に
提
案
し
、
強
迫
下
で
中
央

(

日

明

〉

が
私
を
陸
軍
検
閲
使
に
樽
任
さ
せ
る
命
令
が
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
頒
布
さ
れ
た
よ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
鴻
が
河
南
督
軍
の
地
位
を
追

わ
れ
、
北
京
の
陸
軍
検
閲
使
と
い
う
何
の
地
盤
も
な
い
役
職
に
碍
任
さ
せ
ら
れ
た
の
は
果
侃
字
の
策
動
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
て
呉
の
参
謀
白
堅
武
は
「
果
、
濡
を
し
て
闘
を
援
け
し
め
ん
と
意
う
も
、
而
れ
ど
も
曹
、
入
れ
て
京
師
を
扶
せ
し
む
。
検
閲
使

(
U〉

忽
卒
と
し
て
即
ち
こ
れ
が
篤
め
に
成
立
す
。
」
と
記
し
、
果
は
鴻
を
一
幅
建
方
面
の
軍
事
に
使
お
う
と
し

の
令
下
り
、

一
師
三
混
成
放
の
編
制
、

た
が
、
曹
鋸
が
そ
れ
に
反
劃
し
て
北
京
防
衛
の
陸
軍
検
閲
使
の
職
に
就
か
せ
た
と
述
べ
、
先
の
鴻
の
回
憶
と
ま
っ
た
く
相
反
す
る
謹
言
を
行
な

っ
て
い
る
。
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と
も
に
回
憶
録
で
あ
る
が
、
自
の
方
の
も
の
が
嘗
一
該
時
期
に
近
く
、
し
た
が
っ
て
、
事
賓
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
と
い
え

な
く
も
な
い
が
彼
の
回
憶
は
一
九
二
四
年
の
北
京
政
援
の
の
ち
に
書
か
れ
て
お
り
、
直
隷
涯
敗
北
の
原
因
を
二
年
前
に
湖
及
さ
せ
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
、
す
ぐ
に
は
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
が

一
九
二
二
年
十
月
二
十
一
日
の
「
各
方
盛
停
鴻
玉
詳
他
調
之
内
幕
」
に
、

呉
(
窟
闘
の
誤
り
|
|
引
用
者
)
が
洛
陽
で
臭
に
舎
っ
た
と
き
、
果
は
か
つ
て
安
徽
督
軍
と
熱
河
察
恰
爾
綴
遠
巡
閲
使
の
二
つ
の
ポ
ス
ト
の
内
、

『
長
報
』

一
つ
を
鴻
に
自
ら
選
ぶ
に
任
せ
た
。
宮
崎
は
安
徽
で
あ
ろ
う
と
熱
河
察
恰
爾
綴
遠
で
あ
ろ
う
と
い
つ
に
中
央
の
命
令
に
従
う
と
答
え
た
。
鴻

こ
の
こ
と
を
腹
心
に
告
げ
る
と
部
将
た
ち
は
み
な
、
官
仰
の
安
徽
樽
任
は
あ
る
い
は
が
ま
ん
し
て
命
令
を
受
け
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
熱
河
察
恰
爾
綴
遠
に
赴
く
な
ど
ま
っ
ぴ
ら
御
兎
で
あ
る
と
し
て
憤
激
し
た
。

と
あ
る
。
こ
の
情
報
は
鴻
の
河
南
退
出
に
反
封
す
る
世
論
工
作
、
あ
る
い
は
座
力
の
役
割
を
客
観
的
に
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
鴻
に
と
っ
て
こ

は
開
封
に
鯖
り
、

97 

の
情
報
を
も
ら
す
こ
と
に
利
盆
が
あ
っ
て
も
、
呉
の
側
に
は
何
ら
の
メ
リ
ッ
ト
も
な
く
、
デ
メ
リ
ッ
ト
の
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
記
事
の
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情
報
源
は
素
直
に
鴻
軍
の
側
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
嘗
時
、
安
徽
振
の
徐
樹
鐸
が
一
踊
建
で
政
饗
を
起
し
、
そ
れ
に
安

(

必

)

徽
督
軍
の
張
文
生
が
呼
躍
し
た
動
き
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
白
堅
武
の
い
う
ゥ
援
問
。
と
『
農
報
』
記
事
の
ク
安
徽
督
軍
。
と
は
密
接
に

関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鴻
玉
鮮
サ
イ
ド
が
嘗
一
該
時
期
に
語
っ
て
い
た
内
容
が
相
制
列
立
す
る
立
場
に
い
た
白
竪
武
の
謹
言
と
ま

っ
た
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
我
々
は
も
は
や
白
堅
武
の
回
憶
を
事
買
を
ね
じ
曲
げ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
逆
に
、
鴻
玉
鮮
の
回
憶
こ
そ
が
事
買
を
歪
曲
し
て
い
る
と
断
言
し
得
る
位
置
に
立
ち
得
た
。

で
は
、

な
ぜ
鴻
は
こ
の
よ
う
な
虚
偽
を
書
い
た
の
か
。
そ
れ
は
我
々
が
も
は
や
正
し
い
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
自
の
回
憶
の
内
容
の
内
、
鴻
の

回
憶
が
意
圃
的
に
記
述
せ
ず
抹
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
部
分
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
陸
軍
検
閲
使
へ

の
樽
任
は
曹
銀
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

し
か
も
、

そ
れ
を
鴻
は
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
二
貼
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か

ら
、
我
々
は
首
然
の
こ
と
な
が
ら
鴻
と
曹
の
聞
で
何
ら
か
の
取
り
引
き
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
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な
ら
、
臭
が
鴻
に
提
示
し
た
安
徽
督
軍
あ
る
い
は
熱
河
察
恰
南
綴
遠
巡
閲
使
は
ま
が
り
な
り
に
も
地
盤
が
あ
る
の
に
劃
し
、
陸
軍
検
閲
使
は
ま

っ
た
く
の
名
目
的
職
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
曹
鋸
が
よ
り
不
利
な
地
位
に
縛
任
さ
せ
た
の
で
あ
る
以
上
、
大
な
る
非
難
が
あ
っ
て
し
か
る
べ

き
だ
か
ら
で
あ
る
。
鴻

・
曹
聞
の
取
り
引
き
は
地
盤
に
代
わ
り
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
そ
の
時
の
園
務
総
理
・
陸
軍
部
長
は
張
敬
輿
先
生
〈
張
紹
曾
|
|
引
用
者
)

で
:
:
:
私
の
た
め
に
霊
力
し
て
援
助
し
て
く
れ
た
。
ま
ず
、
私
の
部
陵
を
一
師
三
箇
混
成
放
に
改
編
し
た
。
第
七
混
成
旗
、
放
長
張
之
江
、
第

(

品

目

)

八
混
成
放
、
放
長
李
鳴
鐘
、
第
二
十
五
混
成
放
、

放
長
宋
哲
元
で
あ
る
。
:
:
:
部
陵
の
名
義
が
そ
な
わ
っ
た
の
で
軍
費
は
手
だ
て
が
あ
っ
た
。」

源
問
玉
鮮
は
陸
軍
検
閲
使
に
轄
任
し
た
頃
の
こ
と
を
ふ
り
返
っ
て

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
五
補
充
圏
、
率
兵
隊
計
一
高
齢
は
数
的
に
は
三
箇
混
成
放
と
饗
わ
ら
な
い
が
、
改
編
を
受
け
正
規
の
軍
隊
と

し
て
登
録
さ
れ
て
は
じ
め
て
軍
費
支
給
の
封
象
と
な
り
得
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
濡
は
こ
の
改
編
が
張
紹
曾
の
壷
力
に
よ
り
、
張
が
園

務
縮
理
の
時
に
な
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
(
園
1
参
照
)
第
一
次
奉
直
戦
争
後
、
一
九
二
二
年
十
一
月
二
十
九
日
に
王
寵
恵
内
閣
が
倒
壊
す
る
ま
で
は
呉
侃
字
系
内
閣
で
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あ
り
、
翌
二
十
三
年
一
月
四
日
に
は
明
確
な
曹
銀
系
張
紹
曾
内
閣
が
成
立
す
る
。
ま
た
、
張
は
二
十
二
年
八
月
五
日
か
ら
二
十
四
年
一
月
十
二

日
ま
で
陸
軍
総
長
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
高
に
よ
る
と
鴻
軍
の
改
編
は
陸
軍
検
閲
使
へ
轄
任
と
な
っ
た
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
よ
り
少
な
く
と

も
二
箇
月
以
上
も
の
ち
の
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
封
し
て
、
先
の
白
竪
武
の
回
憶
は
鴻
の
回
憶
と
次
の
二
貼
で
封
照
的
で
あ
る
。
第
一
に
鴻
軍
の
改
編
に
は
張
紹
曾
の
力
が
あ
っ
た
と

し
て
も
決
定
的
な
の
は
曹
銀
の
存
在
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
改
編
は
陸
軍
検
閲
使
へ
の
碍
任
令
と
ほ
ぼ
同
時
に
突
然
出
さ
れ
て
い
る
、

つ
ま

り
、
内
閣
の
系
統
で
い
う
な
ら
曹
銀
系
で
は
な
く
臭
侃
学
系
の
内
閣
の
と
き
に
な
さ
れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
、
の
二
貼
で
あ
る
。

い
ず
れ
が
員
賞
な
の
か
。
再
び
、
張
紹
程
の
回
憶
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
彼
は
鴻
が
改
編
に
あ
た
っ
て
力
の
あ
っ
た
と
す
る
張
紹
曾

に
最
も
近
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
鴻
軍
の
横
充
を
記
し
た
の
ち
、

鴻
に
は
も
し
呉
に
請
求
す
れ
ば
、
こ
の
三
箇
混
成
放
の
募
集
に
つ
い
て
事
前
に
彼
の
許
可
を
得
て
い
な
い
の
で
け
っ
し
て
批
准
さ
れ
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
。
:
:
:
北
京
の
陸
軍
部
の
張
紹
曾
の
所
に
行
っ
て
方
法
を
議
ず
る
の
が
い
い
と
考
え
、
張
紹
曾
の
皐
生
で
あ
っ
た
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張
之
江
を
波
遣
し
て
紹
曾
に
改
編
正
規
軍
化
を
批
准
す
る
よ
う
求
め
さ
せ
た
。

と
、
樹
立
す
る
臭
細
川
字
を
避
け
、
張
紹
曾
に
頼
み
こ
む
こ
と
に
し
た
経
緯
を
記
す
。
こ
れ
に
射
し
て
、

紹
曾
は
非
常
に
封
躍
に
窮
し
、
張
之
江
に
む
か
つ
て
「
こ
の
事
柄
は
閣
議
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
、
提
出
す
れ
ば
、
高
凌
胃

(
内
務
総
長
〉
党
腕
酔
(
交
遁
総
長
〉
官
英
君
(
財
政
総
長
)
ら
は
み
な
直
隷
涯
で
呉
侃
字
の
鼻
息
を
う
か
が
う
者
た
ち
で
あ
り
、
果
の
同
意

が
な
い
の
に
彼
ら
は
よ
く
通
過
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
君
は
蹄
っ
て
鴻
に
こ
の
事
は
や
り
様
が
な
い
と
返
事
し
て
く
れ
。
」

と
言
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

だ
が
、
鴻
は
張
之
江
に
つ
い
で
同
じ
く
紹
曾
の
畢
生
で
あ
っ
た
張
樹
撃
を
波
遁
し
執
劫
に
請
求
し
て
い
っ
た
。

つ
い
に

紹
曾
は
ね
ば
り
に
負
け
て

「
私
が
縮
長
の
ポ
ス
ト
を
犠
牲
に
し
て
陸
軍
部
の
命
令
で
こ
の
三
箇
混
成
放
の
番
読
を
批
准
し
よ
う
。
」
と
言

ぃ
、
:
:
:
数
日
た
た
ず
に
果
た
し
て
紹
曾
は
部
令
で
こ
の
三
箇
混
成
放
の
番
挽
を
設
表
し
た
。



と
記
す
。
こ
れ
に
針
し
、
呉
侃
字
は
、

非
常
に
不
満
だ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
は
紹
曾
に
劃
慮
す
る
方
法
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
鴻
が
三
放
の
軍
陵
を
績
充
し
た
こ
と
に
射
し
て
は

さ
ら
に
忌
み
憎
み
、
鴻
は
河
南
で
勢
力
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
、

つ
い
に
心
腹
の
患
に
な
っ
た
と
考
え
:
:
:
呉
は
北
京
政
府
に
鴻
を
河

南
か
ら
引
き
離
す
こ
と
を
提
議
し
た
。

と
い
う
。

嘗
一
該
時
期
の
『
政
府
公
報
』
の
陸
軍
部
令
の
項
に
は
こ
の
一
一
一
箇
混
成
旋
改
編
の
記
載
は
見
い
出
せ
な
い
。
管
見
の
限
り
、
陸
軍
部
令
で
は
陸

軍
部
所
管
の
機
構
の
人
事
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
陸
軍
部
令
で
こ
の
よ
う
な
改
編
命
令
が
出
さ
れ
た
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
賞
際
、
こ
の

改
編
の
正
式
な
命
令
は
約
一
年
も
後
の
一
九
二
三
年
十
月
四
日
の
大
総
統
令
で
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
改
編
が
い
か
に
強
引
に
例
外
的
な

形
で
な
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

先
の
張
紹
程
の
回
憶
を
要
約
す
る
な
ら
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
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潟
軍
の
改
編
正
規
軍
化
は
呉
侃
学
系
内
閣
の
時
黙
で
強
引
に
な
さ
れ
た
、

『
園
民
軍
史
稿
』
に
も
「
鴻
は
十
月
三
十
一
日
随
員
及
び
拳
銃
陵
な
ど
を
率
い
て
北
上
し
た
。
惟
だ
以
前
に
招
募
し
た
補
充
圏
及
び
皐
兵

(

印

〉

圏
は
す
で
に
中
央
に
呈
文
を
迭
り
三
混
成
放
に
改
編
さ
れ
て
い
た
。
」

う

(
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
)
と
あ
り
、
臭
系
内
閣
の
時
黙
に
な
さ
れ
た
こ
と

が
確
認
し
得
る
。
鴻
と
臭
は
嘗
時
鋭
い
樹
立
関
係
に
あ
り
、
張
紹
曾
に
も
臭
の
意
向
に
反
す
る
鴻
軍
の
改
編
正
規
軍
化
を
内
閣
に
提
議
し
て
も

組
針
に
通
り
得
な
い
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
の
張
の
言
は
逆
に
彼
に
は
そ
れ
を
や
る
だ
け
の
力
量
が
な
い
と
い
う
こ
と

を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
之
江
や
張
樹
撃
が
汲
遣
さ
れ
て
ね
ば
り
勝
ち
で
説
き
伏
せ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
無
理
が

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
張
よ
り
大
き
い
勢
力
、
呉
に
匹
敵
す
る
力
が
こ
の
潟
軍
の
改
編
正
規
軍
化
に
賛
成
し
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
力
と
は
曹
銀
を
措
い
て
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
務
サ
イ
ド
の
記
述
に
よ
っ
て
も
確
認
し
得
る
。

『
園
民
軍
史

稿
』
に
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臭
は
高
恩
洪
に
繋
元
洪
に
舎
っ
て
鴻
玉
鮮
を
菟
職
す
る
よ
う
に
せ
ま
ら
せ
、

ま
た
、
保
定
の
曹
鍵
に
電
報
で
、
こ
の
機
舎
に
鴻
軍
を
消
し
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て
し
ま
お
う
と
告
げ
た
。

曹
鏡
は
性
格
が
温
厚
で
あ
ま
り
ひ
ど
い
こ
と
を
し
な
い
。
台、

ずコ

そ
の
左
右
の
者
た
ち
が

洛
陽
の
臭
偲

学
は
勢
力
が
大
き
く
制
御
で
き
な
い
で
い
る
、
鴻
の
軍
事
力
を
温
存
し
て
そ
の
権
力
を
分
け
た
方
が
い
い
と
い
っ
た
。

(

日

)

い
に
南
苑
に
駐
屯
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て

鴻
は
つ

と
あ
る
。
傍
線
部
の
原
文
は

「洛
果
勢
大
。
且
不
能
制
。
不
若
留
鴻
軍
力
。
以
分
其
様
。」
で
あ
り
、
こ
の
。
留
。
は
文
脈
か
ら
明
ら
か
に
。
一
向

南
に
留
め
る
φ

と
い
う

F
2匂
与

・
当

Z『
m
y
m
a
の
意
で
は
な
く
、
円
2
2
2
の
意
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
我
々
は
ま
た
も
や
鴻
の
回
憶
で
は
な
く
白
の
回
憶
を
員
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
鴻
玉
鮮
の
第
十

(

臼

)

一
師
の
参
謀
長
劉
輔
の
語
る
よ
う
に
「
今
回
の
鴻
の
碍
任
は
河
南
の
地
盤
を
失
っ
た
け
れ
ど
も
、
部
隊
は
抜
大
と
そ
の
正
規
軍
化
が
で
き
軍
費

(
臼
)

も
比
較
的
見
込
み
が
つ
い
た
。
」
の
で
あ
る
。

果
は
鴻
が
北
京
に
行
く
際
、
率
い
て
行
く
の
を
許
し
た
の
は
第
十

一
師
の
み
で
あ
り
、

第
十
一
師
に
は
河
南
省
か
ら
毎
月
二
十
蔦
元
を
支
給

す
る
が
、
先
の
三
混
成
放
は
河
南
に
と
ど
め
て
お
き
、
呉
、
が
人
員
を
波
遣
し
訓
練
を
つ
づ
け
指
偉
さ
せ
る
、
と
い
う
要
求
を
つ
き
つ
け
た
が
、
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鴻
は
巧
み
に

E
つ
迅
速
に
全
軍
を
北
京
に
移
動
さ
せ
、
呉
の
要
求
、
目
論
見
を
打
破
し
た
。
鴻
は
呉
が
二
十
省
内
元
を
迭
る
と
い
う
拘
束
を
反
故

に
し
た
と
い
っ
て
非
難
し
て
い
る
が
嘗
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
陸
軍
検
閲
使
時
代
、
鴻
の
軍
費
は
崇
文
門
の
開
税
か
ら
五
蔦
元
、
京
綴
銭
路
局
か

(
臼
)

ら
十
省
内
元
、
財
政
部
の
盟
除
な
ど
の
項
か
ら
十
寓
徐
元
が
支
給
さ
れ
、
武
器
の
補
充
は
曹
銀
か
ら
銃
三
千
丁
、
大
砲
十
八
門
、
弾
丸
数
百
蔦
瑳

(

白

山

)

(

日

)

が
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
の
ち
も
鴻
玉
鮮
軍
は
抜
大
を
つ
づ
け
、
二
十
四
年
十
月
の
第
二
次
奉
直
戦
争
直
前
に
は
三
高
五
千
に
な
っ
て
い
る
。

第

一
次
奉
直
戦
争
後
、

一
貫
し
て
果
侃
字
系
で
あ
っ
た
内
閣
に
射
し
て
津
保
涯
は
鴻
軍
の
北
京
移
駐
直
後
、

一
奉
に
攻
勢
に
出
て
洛
陽
波
内

閣
を
倒
す
。
眼
を
縛
じ
て
王
寵
恵
内
閣
の
倒
壊
過
程
を
み
て
み
よ
う
。

『畏
報
』

一
九
二
二
年
十
一
月
十
九
日
、

「
呉
侃
字
最
近
之
態
度

洛

陽
特
約
通
訊
員
愚
公

十
一
月
十
六
日
」
の
中
で
呉
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は

呉
は
王
内
閣
を
終
始
擁
護
し
て
い
る
。
王
が
し
ば
し
ば
僻
職
願
い
を
出
す
の
は
園
舎
が
難
癖
を
つ
け
た
た
め
で
あ
っ
て
保
定
方
面
の
不
満

が
原
因
な
の
で
は
な
い
。
曹
は
園
事
に
劃
し
て
今
ま
で
畢
濁
行
動
が
な
か
っ
た
の
だ
。
:
:
:
曹
の
人
と
な
り
は
き
わ
め
て
忠
賓
誠
貧
で
あ



り
、
呉
と
は
と
り
わ
け
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。
臭
が
王
を
擁
護
し
て
い
る
以
上
、
曹
は
お
の
.す
か
ら
異
を
と
な
え
な
い
。
だ
が
、
曹
の
左

右
の
者
が
中
央
地
方
の
要
職
を
ね
ら
い
内
閣
を
倒
そ
う
と
し
て
い
る
。

と
述
べ
、
曹
の
周
圏
の
者
に
劃
す
る
警
告
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
談
話
か
ら
、
曹
銀
は
こ
れ
ま
で
一
度
と
し
て
表
立
っ
て
果
に
反
射
の

意
を
表
明
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
逆
に
曹
が
呉
に
劃
す
る
反
封
を
表
立
っ
て
表
明
す
る
際
は
自
ら
の
主
張
を
貫

徹
す
る
に
足
る
蔦
全
の
態
勢
を
も
っ
て
臨
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
談
話
が
な
さ
れ
た
二
日
後
の
十
一
月
十
八
日
園
舎
内
に
お
け
る
津
保
涯
の
代
表
衆
議
院
議
長
果
景
糠
・
副
議
長
張
伯
烈
ら
が
王
内
閣
の

財
政
総
長
羅
文
幹
の
汚
職
事
件
を
で
っ
ち
上
げ
、
た
め
に
羅
は
大
総
統
命
令
で
違
法
逮
捕
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
が
い
か
に
強
引
で
あ
っ
た
か
は

一
九
二
二
年
十
一
月
二
十
五
日
「
羅
案
紀
載
内
」
に
、
羅
文
幹
事
件
で
は
種
々
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
黙
が
あ
る
が
「
大
総
統

『
長
報
』

(
察
元
洪
)
及
び
臭
(
景
凍
〉
張
〈
伯
烈
)
の
違
法
は
最
も
明
確
で
断
定
し
や
す
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

同
記
事
に
よ
る
と
十
一
月
二
十
三
日
、
臭
景
糠
は
繋
元
洪
に
面
曾
し
た
際
、

保
定
で
は
す
で
に

ω臭
侃
字
を
叱
責
す
る
電
報
例
も
し
、
臭
侃
字
が
命
に
し
た
が
わ
ね
ば
討
伐
を
行
う
と
い
う
電
報
の
二
つ
を
用
意
し
て
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い
る
。

と
語
り
原
稿
を
見
せ
た
と
い
う
。

既
述
の
如
く
、
津
保
涯
は
王
承
斌
の
第
二
十
三
師
の
中
に
臭
侃
字
に
近
い
第
四
十
五
抜
放
長
王
維
城
を
含
ん
で
お
り
、
他
に
北
京
近
郊
に
は

曹
鎮
の
第
二
十
六
師
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
軍
事
力
を
も
っ
て
し
て
は
果
の
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
北
京
の
政
治
を
く
つ
が

え
す
こ
と
は
従
来
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
屋
報
』
記
事
に
見
ら
れ
る
、
呉
侃
必
ず
に
制
到
す
る
武
力
行
使
も
僻
さ
な
い

と
い
う
果
景
液
、
曹
錫
の
き
わ
め
て
強
硬
な
封
躍
の
背
後
に
は
北
京
政
治
を
直
接
左
右
す
る
よ
う
な
自
波
に
属
す
る
軍
事
力
が
増
大
し
、
少
な

く
と
も
臭
侃
字
の
そ
れ
に
劉
抗
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
情
況
判
断
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
軍
事
力
と
は
鴻
玉
鮮
軍
を
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措
い
て
な
い
の
で
あ
る
。
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ち
十
一
月
二
十
三
日
に
は
い
よ
い
よ
曹
銀
自
ら
が
羅
文
幹
攻
撃
の
通
電
を
設
し
、
翌
二
十
四
日
、
王
承
斌
ら
も
そ
れ
に
附
和
す
る
遁
電
を
打

つ
い
に
二
十
五
日
呉
偲
字
は
曹
に
服
従
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
か
く
し
て
自
ら
の
後
ろ
楯
を
失
っ
た
王
寵
恵
内
閣
は
倒
惜
位
す
る
の
で
あ

る
も
は
や
明
白
で
あ
る
。
河
南
省
に
お
い
て
呉
保
字
と
針
立
し
て
い
た
鴻
玉
鮮
の
陸
軍
検
閲
使
へ
の
轄
任
、
寝
間
軍
の
改
編
正
規
軍
化
及
び
全
軍

の
北
京
へ
の
移
駐
、

そ
の
直
後
の
羅
文
幹
事
件
の
で
っ
ち
上
げ
に
よ
る
王
寵
恵
内
閣
の
倒
壊
は
文
字
通
り
津
保
振
に
よ
る
鴻
玉
鮮
軍
を
抱
き
込

ん
だ
軍
事
ク
ー
デ
タ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
全
く
別
系
統
の
針
立
で
あ
っ
た
曹
・
臭
の
劉
立
と
濡
・
臭
の
劉
立
は
濡
の
陸
軍
検
閲
使
へ
の
轄
任
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
の
鴻
玉

鮮
軍
の
改
編
正
規
軍
化
に
よ
っ
て
一
つ
に
か
ら
み
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
取
引
き
が
空
手
形
に
終
わ
ら
な
い
こ
と
を
保
護
す

る
た
め
に
は
陸
軍
検
閲
使
へ
の
轄
任
と
同
時
か
、

で
き
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
、
果
侃
字
系
内
閣
の
時
黙
で
正
規
軍
化
を
強
行
す
る
必
要
が
津
保
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波
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
務
軍
の
改
編
正
規
軍
化
の
異
常
さ
は
正
に
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
曹
銀
系
内
閣
の
時

貼
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
意
味
の
牢
ば
以
上
を
失
う
も
の
で
あ
っ
た
。

。円山O
江
口
何
回
ハ
巧
。
。
は
「
鴻
の
勢
力
旗
大
を
恐
れ
た
呉
は
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
鴻
を
陸
軍
検
閲
使
に
轄
属
さ
せ
た
。
」
「
一
時
期
、

鴻
は
津
保
汲
に
運
を
見
い
出
し
た
。
曹
鋸
と
そ
の
周
圏
の
者
も
洛
陽
振
に
射
す
る
闘
争
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
強
化
す
る
で
あ
ろ
う
軍
事
力

を
も
っ
た
こ
の
新
し
い
メ
ン
バ
ー
を
も
ろ
手
を
上
げ
て
歓
迎
し
た
。」
「
二
十
二
年
十
一
月
ま
で
に
鴻
は
曹
銀
波
と
見
な
さ
れ
、
津
保
涯
に
鴻
が

(

幻

)

属
し
て
い
る
こ
と
は
二
十
三
年
一
月
の
組
閣
に
お
け
る
津
保
汲
と
洛
陽
源
開
の
闘
争
の
結
果
を
決
定
す
る
上
に
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
。
」
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
呉
が
鴻
を
陸
軍
検
閲
使
に
轄
任
さ
せ
た
こ
と
は
結
果
的
に
津
保
波
の
洛
陽
涯
に
劉
す
る
勝
利
、
曹
銀
系
張
紹
曾
内
閣
の
成

立
に
つ
な
が
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
臭
で
は
な
く
曹
銀
が
鴻
を
陸
軍
検
閲
使
に
碍
任
さ
せ
た

の
で
あ
り
、
結
果
的
に
で
は
な
く
主
動
的
、
周
到
な
準
備
策
動
に
よ
り
洛
陽
に
劃
す
る
津
保
波
の
北
京
政
治
に
お
け
る
勝
利
が
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
曹
鋸
系
張
紹
曾
内
閣
の
成
立
で
は
な
く
、
臭
侃
字
系
王
寵
恵
内
閣
の
倒
壊
に
つ
な
が
っ
た
と
断
言
し
得
る
の
で
あ
る
。



(
m
m
〉

の
ち
の
軍
閥
研
究
も
す
べ
て
評
債
を
畏
ま
っ
て
い
る
。

F
5
2
円

ω
r
m
H
E
S
が
嘗
時
臭
の
た
め
に
新
聞
紙
上
で
宣
博
し
て
い
た
岡
山

O
Eミ
ペ
・

2
5
mユ
の
「
曹
の
支
持
者
た
ち
が
鴻
の
移
駐
を

こ
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
に
関
し
て
巧
0
0

の
み
で
な
く
同
時
代
の
研
究
も
、

唯
一
、

鴻
が
行
き
た
が
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
を
註
に
引
き
、

〈

臼

)

駐
が
曹
波
の
策
動
で
あ
る
可
能
性
を
臆
測
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
本
章
は
新
聞
・
雑
誌
・
楼
案
・
回
憶
・
日
本
の
軍
事
情
報
文
書
を
比
較
劉

鴻
の
移

遂
げ
た
。
呉
は
特
に
鴻
が
去
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
が
、

照
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
ク
ー
デ
タ
の
賓
在
を
検
誼
し
た
も
の
で
あ
る
。

四

王
寵
恵
内
閣
倒
壊
の
意
味
す
る
も
の

(

的

)

王
寵
恵
内
閣
打
倒
の
動
き
は
孫
丹
林
・
高
思
洪
を
園
舎
が
約
法
で
定
め
ら
れ
た
権
限
を
行
使
し
て
否
定
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
し
た
が
っ

て
、
羅
文
幹
事
件
を
契
機
と
す
る
倒
閣
策
動
は
明
確
に
政
府
内
の
英
侭
字
勢
力
の
排
除
を
目
論
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
宗
方
小
太
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郎
も
い
う
ご
と
く
「
要
す
る
に
内
閣
問
題
の
焦
貼
は
交
通
・
財
政
爾
部
の
争
奪
戦
に
し
て
、
各
々
之
を
自
黛
の
掌
中
に
占
握
し
て
金
融
の
便
を

計
ら
ん
と
欲
す
る
に
す
ぎ
ず
、
:
:
:
昨
今
の
情
勢
に
て
は
此
の
南
線
長
は
曹
銀
系
よ
り
出
る
に
至
る
べ
く
、
呉
侃
字
は
そ
の
盛
時
に
配
置
せ
し

〈

臼

〉

高
恩
洪
・
孫
丹
林
以
下
の
総
長
壷
く
政
局
よ
り
排
斥
せ
ら
る
る
の
悲
運
に
逢
着
」
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
張
紹
曾

内
閣
の
閣
員
に
闘
し
、
曹
鋸
が
交
通
、
財
政
の
南
部
と
と
も
に
内
務
部
の
人
事
に
お
い
て
も
譲
歩
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
先
の
内
務
総
長
孫
丹

林
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
張
内
閣
は
こ
の
交
通
の
果
航
麟
・
財
政
の
劉
恩
源
・
内
務
の
高
凌
爵
の
三
人
の
保
定

(
位
)

汲
閣
員
を
中
心
と
す
る
内
閣
で
あ
っ
た
。

内
閣
が
臭
侃
字
系
か
ら
曹
銀
系
に
な
っ
た
こ
と
は
直
接
に
呉
の
財
政
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
問
題
で
あ
っ
た
。
直
毅
汲
が
政
権
を
握
っ
て
い

た
と
き
、
結
局
は
大
き
な
借
款
は
無
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
つ
ぎ
の
や
や
の
ち
の
史
料
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
一
九
二
二
年
末
の
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「
洛
陽
巡
閲
使
署
の
経
常
費
と
し
て
は
年
額
僅
に
二
高
四
千
南
を
計
上

す
る
に
す
ぎ
ず
。
支
出
の
重
な
る
も
の
は
何
と
言
っ
て
も
養
兵
費
な
り
。
現
に
洛
陽
直
系
の
軍
陵
は
五
師
、
此
他
非
正
規
師
二
師
。
正
規
軍
の

呉
の
財
政
欣
況
を
大
枠
の
範
圏
で
は
あ
る
が
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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経
費
は
月
十
四
蔦
元
を
定
額
と
し
、

不
正
規
軍
に
は
四
蔦
雨
を
補
助
と
し
、

そ
の
他
は
各
統
制
官
を
し
て
自
給
自
足
さ
せ
る
。
斯
く
て
月
額
七

十
八
高
雨
は
本
巡
閲
使
に
於
て
簿
款
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
園
軍
の
名
あ
り
て
園
費
の
支
緋
な
し
。

嬰
態
な
る
財
政
規
董
の
下
に
在
る
を
以

て
、
右
は
主
と
し
て
京
漢
線
南
段
(
黄
河
以
南
)
の
銭
道
牧
入
を
以
て
充
賞
し
て
い
る
。
現
在
ま
で
六
年
間
で
愛
逼
的
箸
款
に
て
軍
費
を
支
持
せ

(
臼
)

し
総
額
は
六
八

O
高
雨
に
達
す
。
」
と
い
う
。

(

似

)

こ
の
よ
う
に
銭
道
牧
入
と
軍
費
と
の
聞
に
は
重
大
な
閥
係
が
あ
っ
た
。
今
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
各
地
の
軍
聞
の
所
在
の
銭
道

か
ら
の
徴
牧
が
あ
る
。
二
十
年
央
が
京
漢
敏
道
南
段
に
監
牧
慮
を
設
け
て
よ
り
各
地
の
軍
闘
が
そ
れ
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
超
伺
は
河
南
督

軍
の
と
き
、
呉
に
京
漢
銭
遁
の
河
南
省
内
に
お
け
る
運
賃
を
輿
え
て
い
る
。
曹
鋸
も
河
北
省
内
の
京
漢
線
牧
入
を
軍
費
に
し
た
。
湖
北
督
軍
に

粛
耀
南
が
就
任
す
る
と
彼
は
湖
北
省
の
京
漢
線
の
全
牧
入
を
呉
に
迭
り
、

こ
の
の
ち
、
呉
は
河
南
省
内
の
黄
河
以
北
の
京
漢
線
牧
入
を
曹
に
譲

(

は

山

)

る
。
こ
う
し
て
、
二
十
二
年
か
ら
二
十
四
年
に
か
け
て
京
漢
銭
道
の
牧
入
は
北
段
が
曹
に
、
南
段
が
臭
に
は
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
曹
鑓
は
北

(

前

〉

段
牧
入
一
三

O
高
元
の
内
八
十
高
元
を
軍
費
に
得
て
い
る
。
こ
れ
が
「
監
牧
」
で
あ
る
。

(

m

w

)

(

伺
)

つ
ぎ
に
「
協
制
」
が
あ
る
。
呉
は
京
漢
線
の
ほ
か
に
も
隅
海
線
、

津
浦
線
か
ら
も
金
を
受
け
と
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
交
通
部
。
交
通
部
牧
入
に
は
餓
道
の
ほ
か
に
郵
便

・
電
報
の
牧
入
が
あ
る
が
、
銭
道
牧
入
が
大
部
分
を
し
め
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

十
九
年
交
通
部
の
全
牧
入
三
五
O
O除
蔦
元
中
、
前
二
者
は
計
三

O
O徐
蔦
元
の
み
で
あ
り
、
三
二

O
O蔦
元
が
鍛
遁
牧
入
で
あ
っ
た
。
衷
世

凱
が
識
道
牧
入
か
ら
と
り
上
げ
た
の
に
倣
っ
て
彼
の
後
縫
者
た
ち
は
政
務
の
費
用
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
交
通
部
の
負
措
と
し
た
。

一
九
二

O

年
に
お
け
る
交
通
部
牧
入
計
一
七
七

O
蔦
元
は
財
政
部
に
五

O
O寓
元
、
他
の
部
局
に
一

O
三
蔦
元
を
支
給
し
、

(

ω

)

(

初
〉

内
、
督
掛
溢
防
虚
に
五

O
O前
向
元
、
西
北
簿
溢
使
に
一
二

O
高
元
、
陸
軍
部
に
一
五

O
高
元
、
定
園
軍
司
令
部
に
二
二
高
元
、
安
徽
涯
の
督
軍

残
っ
た

一一

六
七
蔦
元
の

政
客
に
約
二
三

O
高
元
、
計
一
一
一
二
高
元
が
分
配
さ
れ
た
(
こ
れ
に
は
安
直
戟
争
後
の
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
な
い
〉
。

つ
ま
り
、
嘗
時
政
穫
を
握
っ

て
い
た
安
徽
汲
に
ほ
ぼ
濁
占
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
二
十
二
年
十
一
月
の
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
竿
年
聞
で
交
通
部
か
ら
呉
保
字
に

五

O
九
・
九
高
元
、
曹
銀
に
二
四
二

・
四
高
元
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
財
政
部
を
逼
し
て
支
給
さ
れ
た
も
の
の
み
で
あ
り
、



(

礼

〉

交
通
部
か
ら
直
接
支
給
さ
れ
た
額
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
半
年
聞
は
高
恩
洪
の
交
通
総
長
在
任
期
間
で
あ
り
、
高
が
臭
に
曹
鋸
に
倍
す

(

η

)

 

る
金
額
を
優
先
的
に
支
給
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
が
「
提
款
」
で
あ
る
。
こ
の
高
に
射
し
、
曹
銀
は
不
明
瞭
な
罪
で
検
奉
さ
せ
、
交

通
総
長
の
座
か
ら
追
う
。

し
た
が
っ
て
、
曹
銀
系
内
閣
の
成
立
は
先
の
臭
細
川
学
優
先
の
交
通
部
よ
り
の
支
給
を
逆
輔
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て

、
駒
田
O

B
U
争
h嘗

時
、
北
京
政
府
の
財
政
は
極
限
朕
態
に
あ
っ
た
。
借
款
が
獲
得
で
き
な
い
た
め
、
軍
鮪
が
支
給
で
き
ず
、
全
圏
各
地
で
兵
獲
が
多
設
し
、

(η
〉

二
十
二
年
七
月
・
八
月
だ
け
で
も
保
定
・
熱
河
等
で
兵
第
が
起
り
、
北
京
に
も
波
及
し
た
。
二
十
一
年
か
ら
二
十
二
年
に
は
外
固
か
ら
の
借
款

ハ
丸
〉

も
少
な
く
な
り
、
給
料
未
抽
怖
い
は
重
大
な
祉
曾
問
題
と
な
り
、
丘
(
襲
の
み
で
な
く
北
京
政
府
各
部
の
職
員
も
給
料
支
沸
い
を
要
求
し
て
く
る
。

〆
'
田
幸
、
、

3
L
φ
h
4
M
 

こ
の
た
め
、
二
十
二
年
七
月
に
は
交
通
線
長
高
恩
洪
が
京
奉
・
京
漢
・
京
綴
・
津
浦
の
四
銭
逼
を
捻
保
と
し
て
三
億
元
の
統
一
大
借
款
を
提
議

(

万

)

四
園
借
款
圏
は
顧
慮
す
る
所
が
あ
っ
て
慮
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
九
月
に
成
立
し
た
王
寵
恵
内
閣
に
と
り
嘗
面
の
最

大
の
緊
急
課
題
は
借
款
獲
得
で
あ
っ
た
。

だ
カ

『
密
大
日
記
』
に
「
京
漢
京
綴
雨
銭
遁
牧
入
詑
南
銭
遁
ノ
株
券
ヲ
捨
保
ト
セ
ル
六
千
蔦
元
借
款
ハ
等
シ
ク
英
園
ニ
於
テ
之
-
一
鷹
セ
ン
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ト
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
高
恩
洪
一
波
ハ
一
該
資
金
ヲ
以
テ
新
ニ
交
通
銀
行
ヲ
設
立
シ
永
久
的
一
一
呉
侃
学
ノ
軍
資
金
調
達
所
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
計

霊
ナ
リ
ト
稽
セ
ラ
ル
而
シ
テ
本
借
款
談
モ
相
嘗
準
捗
シ
ア
リ
シ
ハ
事
賞
ナ
ル
モ
王
寵
恵
内
閣
既
ニ
倒
レ
高
恩
洪
ノ
地
位
亦
夕
、氷
績
ヲ
期
シ
難
キ

(

%

)

 

現
況
ニ
於
テ
ハ
最
早
ヤ
成
立
ノ
望
ヲ
失
ヒ
其
寅
現
ハ
期
待
シ
得
ラ
レ
サ
ル
ニ
似
タ
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
英
米
と
そ
れ
に
麿
じ
た
呉
の
方
針
で
成

立
し
た
王
寵
恵
内
閣
の
倒
壊
は
借
款
獲
得
の
望
み
を
大
幅
に
減
退
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

既
述
の
如
く
、
法
統
回
復
及
び
王
寵
恵
好
人
政
府
の
方
針
は
闘
内
の
統
一
策
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
完
成
を
期
す
ベ
く
、
臭
侃
字
側
は
陳

(
竹
川
〉

畑
明
反
組
後
、
二
十
二
年
八
月
に
上
海
に
移
っ
た
孫
文
に
射
し
で
も
吸
牧
工
作
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
だ
が
、
孫
文
の
側
で
は
九
月
の
張
皐
良

へ
の
手
紙
の
中
で
「
文
、
頃
ろ
書
を
傘
公
に
致
し
、
此
の
後
の
軍
事
進
行
、
仰
お
宜
し
く
西
南
よ
り
護
難
し
、
険
に
援
り
て
敵
と
相
持
し
、
彼

を
し
て
準
ま
ん
と
欲
す
る
も
得
ず
、
退
か
ん
と
欲
す
る
も
得
ざ
ら
し
め
、
然
る
後
、
隼
公
、
大
兵
を
以
て
直
ち
に
北
京
を
掲
き
、
津
・
保
を
略
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定
し

以
て
そ
の
巣
穴
を
覆
し
、

と
の
反
直
三
角
軍
事
同
盟
締
結
の
た
め
、
十
七
日
に
は
胡
漢
民
・
在
兆
銘
が
杭
州
に
お
い
て
安
徽
汲
の
直
永
鮮
と
の
協
定
を
終
え
、
二
十
二
日

(

乃

)

に
は
今
度
は
在
兆
銘
が
奉
天
に
赴
い
て
お
り
、
呉
・
孫
聞
の
交
渉
が
き
わ
め
て
抽
象
的
で
単
な
る
政
治
的
麿
封
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
て
い
な
い

(

刊

悶

)

そ
の
野
路
を
紐
た
ば
、
敵
必
ず
滅
ぶ
べ
き
を
述
ぶ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
早
く
も
九
月
に
は
奉
天
涯
・
安
徽
振

の
に
封
し
、
孫
・
直
・
張
聞
の
交
渉
は
具
鐙
性
に
お
い
て
は
る
か
に
優
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
王
内
閣
の
倒
壊
は
も
と
も
と
除
り
可

能
性
の
高
く
な
い
孫
文
吸
牧
工
作
を
決
定
的
に
望
み
う
す
に
し
た
。

和
卒
統
一
策
か
ら
武
力
統
一
策
へ
の
時
換
に
闘
し
て
、
胡
縄
は
「
一
九
二
三
年
の
「
二
・
七
」
虐
殺
事
件
は
、
呉
侃
字
の
軍
隊
が
直
接
手
を

下
し
て
京
漢
鍛
遁
の
務
働
者
を
虐
殺
し
た
も
の
で
、
彼
の
凶
悪
な
委
が
徹
底
的
に
暴
露
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
同
年
三
月
、
臭
侃
字
は
洛
陽

で
軍
事
曾
議
を
聞
き
、
「
武
力
統
一
」
の
旗
を
高
々
と
か
か
げ
た
。
洛
陽
の
策
動
と
指
導
の
も
と
に
戦
禍
は
四
川
・
湖
南
・
一
幅
建
・
贋
東
の
各

(

別

)

地
に
ひ
ろ
が
っ
た
よ
と
い
う
。

た
し
か
に
呉
の
武
力
統
一
策
へ
の
碍
換
が

大
々
的
に
明
確
に
な
る
の
は
二
十
三
年
の
三
月
で
あ
る
と
い
う
読
明
で
満
足
し
よ
う
。
だ
が
、
我
々
は
こ
の
聞
に
革
命
史
上
、
決
定
的
重
要
性

我
々
は
軍
閥
政
治
史
を
革
命
史
と
切
り
離
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
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を
持
つ
事
件
|
|
京
漠
銭
道
二
・
七
惨
案
ー
ー
が
起
っ
て
い
る
の
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
二
・
七
惨
案
を
考
慮
に
入
れ
る
と

き
、
果
の
武
力
統
一
策
へ
の
碍
換
が
二
十
三
年
三
月
に
起
っ
て
い
る
と
し
た
場
合
、
革
命
運
動
の
側
に
は
も
は
や
劉
慮
の
し
よ
う
の
な
い
呉
の

中
園
戦
略
の
突
然
の
轄
換
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
果
の
武
力
統
一
策
へ
の
轄
換
は
員
に
突
然
で
議
測
不
可
能
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

台、

臭
侃
字
の

一
連
の
動
き
を
き
わ
め
て
鋭
く
見
抜
い
て
い
た
人
物
が
い
る
。
孫
文
で
あ
る
。
彼
は
二
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
の
蒋
介
石
へ
の

書
函
の
中
で
、

近
日
呉
侃
字
は
北
京
で
政
治
に
挫
折
し
、

四
面
楚
歌
と
な
り
、
自
救
の
計
略
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
長
江
の
配
下
回
・
五
高

は
じ
め
、
江
蘇
の
斉
愛
元
、
江
西
の
禁
成
動
は
と
も
に
懐

(
引
出
〉

疑
を
い
だ
い
て
反
劃
し
た
が
、
近
頃
す
で
に
一
意
志
が
疏
通
一
致
し
、
協
力
し
て
一踊
建
を
狙
っ
て
い
る
。

人
を
糾
合
し
、
孫
停
芳
を
綿
司
令
と
し
、
一
幅
建
に
向
け
て
設
展
さ
せ
て
い
る
。



と
述
べ
た
の
ち
、
こ
の
軍
事
行
動
が
陳
畑
明
軍
と
の
孫
文
系
軍
隊
に
封
す
る
挟
撃
に
瑳
展
す
る
危
険
性
を
墜
を
大
に
し
て
指
摘
し
、
園
民
黛
軍

の
奮
起
を
促
し
て
い
る
。
周
知
の
如
く
、
こ
の
園
民
黛
軍
の
動
き
は
二
十
三
年
二
月
の
大
元
帥
府
の
成
立
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
と

(
m
M
)
 

も
か
く
、
孫
俸
芳
の
軍
事
行
動
の
始
ま
り
は
二
十
二
年
十
一
月
二
十
三
日
の
こ
と
で
あ
り
、
曹
鑓
の
羅
文
幹
攻
撃
の
遁
電
と
同
日
、
呉
偲
学
の

曹
鑓
へ
の
屈
服
の
前
日
の
こ
と
で
あ
る
。
孫
俸
芳
の
軍
事
行
動
の
開
始
は
そ
の
準
備
期
聞
を
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
果
が
北
京
で
政
治
に

失
敗
し
た
が
ゆ
え
に
起
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
武
力
統
一
策
へ
の
轄
換
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
で

き
ず
、
孫
停
芳
濁
自
の
動
き
、
あ
る
い
は
呉
の
承
認
を
得
た
も
の
で
あ
っ
て
も
中
園
の
南
北
の
政
局
を
揺
り
動
か
し
、
全
園
の
情
勢
に
影
響
を

輿
え
る
動
き
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、

し
か
し
、
こ
の
孫
停
芳
の
動
き
が
彼
の
み
の
動
き
で
な
く
、
江
蘇
の
斉
愛
元
、
江

西
の
奈
成
動
と
の
共
同
行
動
と
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
は
す
で
に
武
力
統
一
策
へ
の
碍
換
で
あ
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

一
九
二
二
年
十
二
月
十
八
日
の
「
果
侃
字
は
四
川
軍
の
こ
の
た
び
の
東
下
に
封
し
て
防
御
策
を
と
る
だ
け
で
な

(
回
〉

く
、
こ
の
機
舎
を
利
用
し
て
四
川
を
討
伐
す
る
一
意
向
で
あ
る
に
と
あ
る
よ
う
に
東
南
方
面
の
み
孤
立
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

て
、
こ
の
動
き
は
『
員
報
』

で
あ
る
。
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中
央
に
お
け
る
政
治
を
左
右
せ
ん
と
一
意
園
し
、

し
か
も
、
直
接
に
中
央
に
お
け
る
軍
事
力
の
威
力
に
よ
る
政
治
力
の
回
復
と
い
う
方
策
を
選

揮
し
な
か
っ
た
以
上
、
も
は
や
果
侃
字
に
と
っ
て
は
中
央
で
は
な
く
、
地
方
に
お
け
る
軍
事
的
勝
利
に
よ
る
政
治
力
の
回
復
の
道
し
か
蔑
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ま
た
、
一
九
二
二
年
八
月
の
時
黙
に
お
け
る
孫
丹
林
の
「
二
師
圏
を
使
っ
て
贋
州
を
直
撃
す
る

〈

制

〉

だ
け
で
す
べ
て
の
問
題
が
無
く
な
る
だ
ろ
う
よ
と
い
う
不
遜
な
言
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、

主
観
的
に
は
き
わ
め
て
容
易
に
完
遂
せ
ら
れ
得
る

も
の
で
あ
っ
た
。
直
譲
渡
の
政
治
的
自
殺
行
痛
と
も
い
う
べ
き
曹
鋸
賄
選
へ
と
急
角
度
で
進
む
で
あ
ろ
う
中
央
の
動
き
を
可
及
的
速
や
か
に
阻

止
す
る
必
要
が
臭
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
王
寵
恵
内
閣
の
倒
援
は
必
然
的
に
臭
の
中
園
戦
略
に
重
大
な
第
更
を
、
す
な
わ
ち
、

和
卒
統
一
策
か
ら
武
力
統
一
策
へ
の
轄
換
、
し
か
も
急
激
な
轄
換
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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も
と
も
と
直
隷
涯
に
は
日
本
の
陸
軍
土
官
拳
校
出
身
が
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
奮
式
の
軍
事
皐
校
で
聞
学
ん
だ
軍
人
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
し
め
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(
山
山
〉

て
い
た
。
臭
が
王
内
閣
の
倒
療
を
許
し
た
こ
と
は
臭
侃
字
集
圏
を
形
成
し
て
い
た
新
し
い
部
分
の
崩
壊
を
一
意
味
し
た
。
さ
ら
に
先
の
孫
丹
林
の

(

お

)

不
遜
な
武
力
統
一
策
震
動
の
言
に
胡
適
・
奈
元
培
等
が
猛
反
麗
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
名
義
の
な
い
戦
争
震
動
は
従
来
臭
侃
学
側
に
結

集
せ
ん
と
し
て
い
た
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
ま
た
臭
の
全
園
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
政
治
力
を
も
決
定
し
て
い
た
部
分
が
臭
か
ら
離
反
し
て
い
く
契
機

と
な
っ
た
。
か
く
し
て
、

王
内
閣
の
倒
壊
は
呉
集
圏
の
愛
質
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

孫
丹
林
ら
の
預
測
に
反
し
て
臭
の
武
力
統
一

策
が
遅
々
と
し
て
進
捗
し
な
か
っ
た
の
も
、
け
だ
し
、
嘗
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
、
中
央
で
は

曹
錦
が
賄
選
へ
の
暴
走
を
開
始
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
曹
鋸
・
臭
細
川
字
集
圏
は
そ
の
行
動
形
態
に
お
い
て
二
大
分
裂
の
吠
態
に
陥
い
っ
て

行
っ
た
と
い
え
よ
う
。

た
し
か
に
臭
は
直
隷
源
内
に
お
い
て
曹
鋸
賄
選
に
射
し
て
一
度
た
り
と
も
賛
成
し
た
り
推
進
し
た
り
し
た
こ
と
は
な
か

っ
た
し
、
こ
れ
以
後
も
な
い
。
だ
が
、
呉
の
主
観
的
一
意
固
と
は
裏
腹
に
、
呉
の
武
力
統

一
策
は
客
観
的
に
は
曹
鋸
賄
選
を
武
力
で
全
園
に
強
要

す
る
こ
と
を
一
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
も
は
や
、
臭
の
武
力
統
一
策
は
意
世
凱
や
段
棋
瑞
の
そ
れ
と
何
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
い
た
の
で

の
あ
る
軍
闘
を
二
十
年
代
型
の
軍
閥
と
し
、

今
、
軍
闘
を
類
型
化
し
て
民
族
運
動
、
あ
る
い
は
民
衆
運
動
の
波
を
何
ら
か
の
形
で
受
け
入
れ
、
あ
る
い
は
利
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向

そ
の
巌
し
い
軍
事
訓
練
及
び
民
衆
運

-110-

あ
る
。

そ
れ
の
見
ら
れ
な
い
も
の
を
十
年
代
型
の
軍
閥
と
す
る
と
、

動
と
の
政
治
・
軍
事
的
連
関
性
を
二
大
特
色
と
し
て
勢
力
機
大
の
過
程
を
歩
み
、
呉
侃
字
に
よ
り
リ
ー
ド
さ
れ
て
き
た
曹
・
呉
集
圏
は
前
者
の

み
を
残
し
、

鋸
・
果
侃
字
集
園
の
奮
軍
閥
へ
の
全
き
回
闘
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

後
者
を
振
り
す
て
る
こ
と
に
よ
り
十
年
代
型
軍
閥
へ
と
も
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
意
味
で
王
内
閣
の
倒
壊
は
最
終
的
に
は
曹

以
上
、
あ
ら
ゆ
る
一
意
味
に
お
い
て
王
内
閣
の
倒
壊
は
曹
・
臭
集
固
に
と
り
最
大
の
轄
換
貼
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

一
九
二
四
年
十
月
の
第
二

次
奉
直
戦
争
に
お
け
る
敗
北
、
あ
る
い
は
、
そ
の
の
ち
の
園
民
革
命
期
に
お
け
る
呉
侃
字
軍
の
最
大
の
反
革
命
と
し
て
の
登
場
も
、

こ
の
轄
換

の
皐
な
る
除
壇
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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註
(

1

)

文
公
直
『
最
近
三
十
年
中
園
軍
事
史
』
下
、

(
文
星
書
庖
版
)
。

(
2
〉
『
時
報
』
一
九
二

O
年
九
月
二
十
日
。

(
3
〉
陶
菊
隠
『
奥
傾
向
子
将
軍
停
』
(
中
華
書
局
、

一頁。

(

4

)

奥
侃
字
に
関
し
て
は
詳
細
な
俸
記
と
し
て
、

O
Eユ
ロ
ペ
・
戸
当
0
0
・

h
b
h
t
i
h連
立
』
向
。
吾
、
誌
の
F
S
F
叫

J
F
R
P
2町
、
。
¥
司
臣
、
3
・

¥
N
r
H
E
a
l
ω
u・
〉
E
H『包
E
ロ
Z
巳
5
E
-
c
-
H
y
s
a
が
あ
る
。
他

に
蒋
自
強
・
余
一
幅
美
編
『
呉
伺
字
』
〈
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五

年
)
、
郭
剣
林
「
呉
侃
字
評
停
」
(
『
近
代
中
園
人
物
』
第
二
輯
、
中
園

祉
舎
科
皐
出
版
社
、
一
九
八
五
年
九
月
)
、
波
多
野
善
大
『
中
園
近
代

軍
閥
の
研
究
』
(
河
出
書
房
新
祉
、
一
九
七
三
年
七
月
〉
の
諸
論
文
、

卒
野
和
由
「
民
園
期
中
園
の
支
配
構
造
|
|
一
九
二

0
年
代
前
半
の
軍

閥
支
配
と
民
族
運
動
」
〈
『
歴
史
皐
研
究
』
別
朋
特
集
、
一
九
八
二
年
度

歴
史
皐
研
究
大
曾
報
告
、
一
九
八
二
年
十
一
月
〉
が
あ
る
。
ま
た
、
嘗

該
時
期
の
鍛
道
勢
働
運
動
と
突
傾
向
子
の
関
係
を
扱
っ
た
好
論
文
に
高
綱

博
文
「
中
園
銭
道
勢
働
運
動
の
褒
展
と
そ
の
構
造
|
|
『
二
七
』
事
件

の
基
礎
的
考
察
」
(
『
歴
里
評
論
』
一
一
一
一
一
八
、
一
九
七
七
年
〉
が
あ
る
。

(

5

)

清
水
安
一
一
一
『
支
那
新
人
と
繁
明
運
動
』
(
大
阪
屋
競
書
庖
、
大
正
十

三
年
〉
五
八
頁
。

(

6

)

陸
軍
省
『
密
大
日
記
』
「
奉
直
再
戦
設
-
一
就
テ
」
大
正
十
二
年
四
月

十
四
日
、
な
お
、
陸
軍
省
『
密
大
日
記
』
に
関
し
て
は
、
大
正
十
五
年

第
六
加
に
「
本
史
料
は
大
東
亜
戟
争
中
、
米
軍
が
直
接
戦
場
で
歯
獲

し
、
叉
は
内
地
進
駐
後
、
陸
軍
諸
機
関
か
ら
押
牧
し
た
記
録
文
書
の
一

一
一
八
l
一
一
九
頁

一
九
四
一
年
四
月
)
一
二

つ
で
あ
っ
て
、
長
く
ワ
シ
ン
ト
ン
郊
外
ブ
ラ
ン
コ
ニ
ヤ
等
の
記
録
保
管

所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
米
園
務
省
に
封
す
る
日
本
政
府
の
返
還
要
求

に
態
じ
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
日
本
側
に
引
渡
さ
れ
、
四
月
十
日
防
衛

研
修
所
戟
史
室
の
手
に
錫
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
『
密
大
日

記
』
に
含
ま
れ
る
情
報
の
渡
信
者
は
公
使
館
附
武
官
、
各
地
の
武
官
、

関
東
軍
参
謀
部
、
参
謀
本
部
、
支
那
駐
屯
軍
司
令
部
、
外
務
〈
領
事
〉

な
ど
で
あ
り
、
過
字
数
を
占
め
る
の
は
公
使
館
附
武
官
か
ら
の
情
報
で

あ
り
、
第
二
位
が
支
那
駐
屯
軍
司
令
部
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
後
出
の

「
北
支
那
軍
事
調
査
報
告
」
は
後
者
の
作
成
に
係
る
。
地
域
別
に
は
華

北
が
屋
倒
的
に
多
く
、
東
北
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
華
中
・
華
南
の
情
報
は

き
わ
め
て
少
な
い
。

(
7
〉
北
京
を
握
る
大
軍
閥
の
中
園
戦
略
及
び
そ
の
縛
換
の
構
造
が
明
ら
か

に
な
っ
て
は
じ
め
て
関
内
の
二
極
構
造
あ
る
い
は
関
外
の
奉
天
波
を
も

含
め
て
全
中
薗
に
お
け
る
動
態
的
三
極
構
造
も
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
よ

う
。
そ
の
中
聞
に
位
置
す
る
諸
軍
閥
の
劉
態
ー
ー
そ
の
最
た
る
も
の
が

連
省
自
治
運
動
|
|
の
構
造
も
明
確
化
し
よ
う
。
ま
た
、
嘗
一
該
一
時
期
に

お
け
る
諸
黛
波
の
情
勢
分
析
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
た
方
針
も
道
義
的
硬

直
的
評
債
か
ら
離
れ
て
そ
の
嘗
一
合
を
歴
史
的
現
寅
と
の
距
離
を
以
て
制
判

断
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

8

)

章
君
穀
『
呉
伺
字
惇
』
(
俸
記
文
聞
学
出
版
社
、
一
九
六
八
年
九
月
〉

一
九
二
頁
。

(
9
)

丁
文
江
『
民
園
軍
事
近
記
』
(
北
京
商
務
印
書
館
、
民
園
十
五
年
〉

一
三
頁
。

(
凶
)
章
君
穀
前
掲
書
、
二
六

O
頁。
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(

U

)

ジ
エ
ロ

1
ム
・
チ
ェ
ン
謬
書
『
軍
紳
政
権
軍
関
支
配
下
の
中
園
』

〈
岩
波
書
脂
、
一
九
八
四
年
)
六
四
六
五
頁
。
な
お
、
こ
の
曹
・
奥

集
圏
の
抜
大
に
伴
い
、
曹
鏡
は
直
魯
臨
席
巡
閲
使
(
一
九
二
O
年
八
月
二

十
日
J
一
九
二
三
年
十
月
十
日
)
に
、
呉
備
字
は
同
副
使
(
一
九
二
O

年
九
月
二
日

t
一
九
一
二
年
八
月
九
日
)
・
雨
湖
巡
閲
使
(
一
九
二
一

年
八
月
九
日
J
一
九
二
三
年
十
一
月
十
一
日
)
に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
て

い
る
。

(
ロ
)
陶
菊
隠
前
掲
書
、
五
一
頁
。
陶
菊
隠
『
北
洋
軍
閥
統
治
時
期
史
話
』

(
生
活
・
議
書
・
新
知
三
聯
書
庖
、
一
九
八
三
年
版
)
中
、
一
O
八
O

頁、

(
以
下
『
史
話
』
と
略
す
)
清
水
安
三
前
掲
世
一
回
、
六
八
頁
。

『密

大
日
記
』
「
貴
志
少
賂
中
支
那
放
行
報
告
」
一
九
二
四
年
八
月
二
O
日
。

孫
鐸
「
英
傾
字
奥
園
民
栄
」
(
『
轡
導
』
第
二
十
四
期
、
一
九
二
三
年
五

月
九
日
)
な
お
、
孫
鐸
は

7
1
リ
ン

(
E
E門戸ユロロ臼

ωロ
2
J
L
5
C
の
筆

名
(
『
馬
林
在
中
園
有
閥
資
料
』
一
頁
。
人
民
出
版
祉
、
一
九
八
O
年
〉
。

(
臼
)
以
下
、
岡
野
崎
相
次
郎
『
奥
伺
字
』
(
大
日
本
精
神
修
養
道
場
蔦
雲
閣
、

一
九
三
九
年
〉
第
六
章
「
左
右
の
人
物
」
に
よ
る
。

(

U

)

白
竪
武
「
白
堅
武
自
撰
小
侍
」
(
『
近
代
史
資
料
』
一
九
八
二
年
第
一

期
)
に
よ
り
補
充
。

(
お
〉
著
名
な
外
交
家
顔
恵
慶
、
顧
維
鈎
は
と
も
に
同
大
皐
卒
で
あ
り
、
同

大
皐
は
外
交
官
の
登
龍
門
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
園
田
一
勉
『
支

那
新
人
圏
記
』
(
大
阪
屋
統
書
広
、
一
九
二
七
年
)
一
七
八
頁
。

(
四
〉
園
田
前
掲
書
、
一
五
六
|
一
五
七
頁
。
『
中
華
民
図
史
事
紀
要
』
民

園
十
一
年
、
八
八
O
|
八
八
二
頁
。

(
げ
)
『
胡
遁
的
日
記
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
〉
下
、
一
九
二
二
年

六
月
十
九
日
の
僚
、
三
八
三
頁
。
『
中
園
名
人
録
』
に
は
。
漢
塵
夕
、

『
李
大
剣
年
譜
』
(
同
編
篤
組
、
甘
粛
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
年
)

一
九
二
O
年
十
月
十
六
日
に
必
侠
拭
¥
『
辛
亥
以
後
十
七
年
職
官
年

孝
弘
』
及
び
楊
家
路
『
民
闘
名
人
園
鑑
』
(
辞
典
館
、

一
九
一
三
ハ
一
二
七
〉

は

。翰
丞
多
と
す
る
が
経
歴
か
ら
見
て
明
ら
か
に
同
一
人
物
を
指
し
て

い
る
。

(
国
)
前
掲
『
胡
遁
的
日
記
』
一
九
二
二
年
六
月
十
九
日
の
係
。

(

川

口

〉

巧

8
・
毛
・
ミ

--nEB二
-

(
却
〉
凶
今
風
平
呂
縄
『
三
水
梁
燕
孫
(
土
諮
)
先
生
年
譜
』
(
文
海
出
版
社
、

近
代
中
園
史
料
叢
刊
)
下
、
一
四
二
頁
、
一
九
一
一
一
年
一
月
十
九
日
の

候
。
彼
は

「私
は
こ
の
訪
中
に
お
い
て
完
全
に
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
を
代

表
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

(
幻
)
十
内
恩
施
「
針
子
中
園
時
局
之
建
議
」
(
『
東
方
雑
誌
』
第
十
七
巻
第
十

八
銃
)
。

(

n

)

チ
ェ
ン
前
掲
書
、
第
九
章
。

(
幻
)
「
白
堅
武
自
撰
小
俸
」
。

(μ
〉

H
4
2
m
F
Eロ
m--r
叫

d
Z
E号
、
同
位
。
ミ
。
h
，

h
z
n
E
2足

同

N
3
0
N
R
H
S
F
F
S
L
o
p
S
8・
官

-Eι
・
李
剣
農
『
中
園
近
百
年
政

治
史
』
(
蓋
湾
商
務
印
書
館
、

一
九
七
七
年
版
)
、
五
七
二
|
五
七
三
頁
。

(
お
)
和
森
「
目
下
時
局
輿
園
際
脅
図
主
義
」
(
『
禽
導
』
第
六
期
、
一
九
二

二
年
十
月
十
八
日
〉
。

(
お
〉
『
顧
維
鈎
回
憶
録
1
』
、
二
四
四
頁
。

(
幻
)
『
史
話
』
下
、
二
九
O
頁
。

(
却
〉
『
史
話
』
下
、
二
七
一
頁
。

(
m
U
)

陶
菊
隠
前
掲
書
、
八
三
頁
。

〈
ぬ
)
の

Z
ロ
同
町
内

5
・p
p

叫

4EHN帆

E
A
Eど
の
と
ミ
足
。
。
遺
書

5
主
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M
M
A
刷、岡、・、同，
r
o
c
-
司・
0
同
開
ωロ
g
p
H山田吋
H・
4
0
-
-
Y
司
-
M
白白・

(
但
〉
『
史
話
』
下
、
一
一
九
六
頁
。

(
m
ω

〉
章
君
穀
前
掲
書
、
三
四
六
頁
。

(
お
〉
『
史
話
』
下
、
一
一
七
一
頁
。

(
鈍
)
章
君
穀
前
掲
書
、
一
二
四
六
頁
。

(
お
)
『
史
話
』
下
、
二
一
七
五
頁
。

(
お
)
王
維
城
「
直
系
的
分
裂
和
二
次
直
奉
戦
争
直
系
的
失
敗
」
(
『
北
洋
軍

閥
史
料
選
輯
』
中
園
祉
禽
科
皐
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
下
、
九
一
一
|

一
O
四
頁
。

(
幻
〉
『
史
話
』
下
、
二
一
七
五
頁
。

(
お
〉
『
中
華
民
園
史
事
紀
要
』、
民
園
十
一
年
八
月
十
四
日
、
=
一

O
六
頁
。

(
鈎
)
『
史
話
』
下
、
一
一
九
四
頁
。

〈
州
制
)
李
泰
芥
『
園
民
軍
史
稿
』
〈
一
九
三

O
年
。
中
園
近
代
史
資
料
叢
編

之
七
『
西
北
軍
紀
賞
(
一
九
二
四
l
一
九
三

O
年
〉
』
所
枚
、
大
東
園

書
公
司
、
一
九
七
八
年
〉
七
三
頁
。

(

M

U

)

車
問
玉
鮮
『
我
的
生
活
』
(
上
海
数
育
書
底
、
民
圏
三
十
六
年
〉
四
五

五
頁
。

〈M
M
)

李
泰
十
分
前
掲
書
、
七

O
頁
。
ま
た
、
劉
汝
明
『
劉
汝
明
回
憶
録
』

(
停
記
文
皐
出
版
社
、
民
園
五
十
五
年
〉
四
四
頁
。

(
必
)
張
紹
程
「
張
紹
曾
事
迩
回
憶
L

(

『文
史
資
料
選
輯
』
第
三
十
輯
、
一

九
六
二
年
九
月
)
。

(
川
叫
)
宮
町
玉
鮮
前
掲
書
、
四
五
七
頁
。

〈
必
〉
同
書
、
四
五
六
頁
。

(
必
〉
同
書
、
四
五
九
頁
。

(
幻
〉
白
堅
武
「
第
二
次
奉
直
戟
日
記
」
(
『
近
代
史
資
料
』
一
九
八
二
年
第

一期)。

(
必
)
『
史
話
』
下
、
一
一
九
二
頁
。

(
品
目
)
濡
玉
鮮
前
掲
書
、
四
六

O
l四
六
一
頁
。

(
印
)
李
泰
茶
前
掲
書
、
七
五
頁
。
ま
た
、
古
同
興
亜
『
宮
崎
玉
群
将
軍
』

京
出
版
社
、
一
九
八
二
年
〉
一
三
三
頁
に
類
似
の
記
述
が
あ
る
。

(
日
)
李
泰
募
前
掲
書
、
七
五
頁
。

(
臼
)
『
密
大
日
記
』
「
北
支
那
軍
事
調
査
報
告
」
大
正
十
二
年
五
月
末
日

調
の
第
十
一
師
の
所
。

(
臼
)
劉
駿
・
節
哲
隈
「
糧
問
玉
鮮
督
稼
前
後
」
ハ
『
文
史
資
料
遷
輯
』
第
一
一
一
十

五
輯
、
一
九
六
三
年
五
月
〉
。

(
臼
)
李
泰
芥
前
掲
書
、
七
七
|
七
九
頁
。

(
日
)
章
君
穀
前
掲
書
、
四
五
二
一
貝
。

(
印
)
文
公
直
前
掲
書
、
上
、
第
二
編
、
一
九
|
二
四
頁
。

(
g
d〈

0
9

毛
-SZ
唱・

5
・

(
国
)
い
か
に
こ
の
ク
ー
デ
タ
が
巧
妙
で
あ
っ
た
か
は
代
表
的
研
究
室
百が
ほ

ぼ
す
べ
て
見
賞
遠
い
の
評
債
を
下
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。

ω文
公
直
は
「
北
京
政
府
は
酋
日
銀

・
奥
偲
字
が
漏
玉
鮮
の
勢
力

媛
大
を
恐
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
北
京
へ
移
動
さ
せ
て
陸
軍
検
閲
使
に
任

じ
た
。
」
(
文
公
直
前
掲
書
、
上
、
第
二
編
二
ニ
l
一
四
頁
)
と
し
、

ω章
君
穀
は
「
賞
時
、
保
府
(
曹
錠
)
と
洛
奥
(
臭
傾
向
子
)
は
す
で
に

亀
裂
が
見
ら
れ
た
が
、
ま
だ
表
面
に
現
わ
れ
て
お
ら
ず
、
と
り
わ
け
鴻

玉
鮮
排
斥
に
関
し
て
は
保
・
洛
の
意
見
は
一
致
し
て
い
た
。
」
(
草
君
穀

前
掲
書
、
五
二
九
頁
)
と
し
、

ω布
施
勝
治
は
「
嘗
時
の
嘗
銀
や
奥
畑

字
等
の
意
聞
は
鴻
玉
砕
を
陸
軍
槍
閲
使
の
空
位
に
ま
つ
り
上
げ
、
そ
の

軍
隊
の
補
給
ロ
を
塞
ぎ
、
以
て
そ
の
貧
カ
の
自
然
消
滅
を
は
か
っ
た
の 〆「

ゴヒ
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で
あ
る
。
」
(
『
支
那
園
民
革
命
と
宮
崎
玉
鮮
』
五
四
頁
、
大
阪
屋
挽
書
庖

昭
和
四
年
〉
と
す
る
。
川
阿
波
多
野
善
大
氏
は
コ
一
十
二
年
十
月
末
、
奥

侃
m子
は
察
大
総
統
に
せ
ま
り
、
糧
問
玉
鮮
を
陵
軍
検
閲
使
と
し
て
北
京
の

南
苑
に
移
駐
さ
せ
た
。」
(
波
多
野
前
掲
書
、
四

O
二
頁
〉
と
し
、
同
李

創
設
は
「
漏
氏
は
兵
を
有
す
る
が
地
盤
が
な
く
、
出
路
の
な
い
北
京
に

駐
屯
し
、
奥
の
支
配
を
聴
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
呉
氏
は
こ
れ
を
雄

才
を
統
御
す
る
妙
策
だ
と
考
え
、
こ
れ
が
内
部
勢
力
に
亀
裂
が
入
る
起

貼
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ー」
(
李
剣
農
前
掲
書
、
六
五
一

頁
〉
と
し
て
い
る
。

(

回

〉

』

3
2
肘

-
F
O
E
S
-
9
2担
割
、
ね
る
よ
吋
と

P
之
内
、
。
¥

句
刀
、
沼
町
同
骨

-
F
b
g
h
-
ω
Z口問
O
E
C
・
p
・
5
8・司
・
口∞・

(

ω

)

『
顧
維
鈎
回
憶
録
1
』
二
四
五
|
二
四
六
頁
。

〈
臼
〉
一
脚
谷
正
男
編
『
宗
方
小
太
郎
文
書
、
正
編
』
(
原
書
房
、
一
九
七
五

年
〉
「
報
告
第
六
百
二
十
七
抗
、
大
正
十
一
年
十
二
月
八
日
」
。

(
位
)
『
史
話
』
下
、
一
一
一
一
一
一
|
二
二
三
頁
。
李
剣
農
前
掲
雲
、
五
九

五
頁
。

(
臼
)
岡
野
前
掲
書
、
五
二
二
五
二
三
頁
。

(
臼
)
以
下
、
注
記
し
な
い
限
り
沼
汝
成
『
一
一
帝
園
主
義
輿
中
園
鍛
路
一
八

四
七
|
一
九
四
九
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
八

O
年
)
に
よ
る
。

(
臼
)
章
君
穀
前
掲
書
、
四
五
八
頁
。

(
侃
〉
『
時
報
』
一
九
二
二
年
七
月
二
十
九
日
「
曹
銀
交
出
京
漢
路
北
段
之

代
償
」
。

(
m
む
岡
野
前
掲
書
、
三
八

O
頁。

(
伺
)
等
製
呂
編
前
掲
書
、
第
二
加
、
二
ハ
二
頁
。

(
回
〉
(
叩
〉
そ
れ
ぞ
れ
安
徽
汲
の
段
棋
瑞
と
徐
樹
録
が
長
官
で
あ
り
、
安
直

戦
争
後
撤
慶
さ
れ
た
。
銭
貧
甫
『
北
洋
政
府
時
期
的
政
治
制
度
』

華
書
局
、
一
九
八
四
年
)
上
、
二

O
一一一|-二

O
四
頁
。

(
九
〉
『
史
話
』
下
、
一
二

O
六
頁
。
『
長
報
』
一
九
二
二
年
十
二
月
八
日

「
誇
看
高
恩
洪
供
給
軍
閥
之
飼
款
」
。

(

η

)

章
君
殺
前
掲
書
、
四
七
八
頁
。

(

η

)

『
史
話
』
下
、
一
一
八
四
|
八
五
頁
。

(
丸
〉
チ
ェ
ン
前
掲
書
、
一
一
八
頁
。

(
万
)
『
史
話
』
下
、
一
一
八
五
頁
。

(
祁
)
『
密
大
日
記
』
一
九
一
一
一
一
一
年
二
月
二
十
一
日
「
安
逼
借
款
ニ
就
テ
」
。

(
包
巧
0
0
・
毛
・

5
4
n
F
3
5
?
F
E
5
2
4
5岳

H
V
O
F
2
2

C
E
o
p
p
o
の
E
ロ2
0

の
O
B自
己
巳
白
押
切
回
ロ
島

ωロ
ロ
ペ
白
骨
・
開
。
ロ
.
に
は

孫
文

・
奥
傾
向
子
の
合
作
が
貧
現
直
前
の
紋
況
ま
で
進
ん
だ
が
王
内
閣
の

脳
媛
で
挫
折
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
も
コ
ミ
ン
テ
ル

ン
及
び
中
園
共
産
禁
の
資
料
に
依
り
す
ぎ
、
孫
文
及
び
奥
伺
字
の
戦
略

を
軽
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

。孫
呉
合
作
ψ

に
関
し
て
は

村
田
雄
二
郎
「
李
大
剣
と
「
孫
呉
合
作
」
l
|
奥
傾
字
と
の
関
係
を
中

心
に
」
(
『
猫
頭
鷹
近
代
中
園
の
思
想
と
文
皐
』
第
四
説
、
一
九
八
五

年
十
二
月
)
参
照
。

(
刊
日
)
「
復
張
皐
良
函
」
(
『
孫
中
山
全
集
』
第
六
傘
、
中
華
書
局
、
一
九
八

五
年
)
五
五
七
頁
0
4
#公
ジ
は
張
作
森
の
こ
と
。

(
乃
〉
羅
家
倫
主
編
、
責
季
陸
槍
訂
『
園
父
年
譜
』
(
民
園
五
十
八
年
)
下
、

九
一

O
真
、
九
二
頁
。

(
加
)
胡
縄
『
中
園
近
代
史
一
八
四
G
|
一
九
二
四
』
〈
卒
凡
社
、
一
九

七
四
年
〉
二
八
五
頁
。
ま
た
、

ω
r
o
ュι
2・。、・

2H4
同

YHN印
に
は

ご
九
二
三
年
初
の
数
箇
月
問
、
軍
事
場
裡
に
お
い
て
は
奥
は
大
い
に 中
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活
設
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

(
飢
)
「
致
蒋
中
正
函
」
〈
『
孫
中
山
全
集
』
第
六
巻
)
六
四
六
頁
。

(
回
)
郭
廷
以
編
著
『
中
華
民
園
史
事
日
誌
第
一
加
』

(
中
央
研
究
世
田
近

代
史
研
究
所
、
中
華
民
園
六
十
八
年
〉
。

(
回
〉
『
島
民
報
』
一
九
二
二
年
十
二
月
二
十
八
日
「
呉
伺
字
有
意
攻
川
」
。

115 

一
九
二
二
年
八
月
十
四
日
の
僚
、

(
刷
出
)
『
胡
遺
的
日
記
』
下
、

頁。

〈
部
〉
園
田
前
掲
書
、
四
五
頁
。

(
邸
)
註
(
制
〉
に
同
じ
。

四
二
九
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SECRETARIAT EXAMINERS 中書楡正官

―Supporters of Wang Anshi's Administration―

　　　　　　　

KUMAMOTO Takashi

　　　

Above

　

ａ１１Wang Anshi possessed rationality,a characteristicsof

Northern-Sung scholars.　べA^henwe try to throw light not on his individual

policies,but on the administrative procedure controling them, 'Secretariat

examiners' supply us with instructiveinformation｡

　　　

They were first-classscholars, not only well-educated,but also com-

petent to conduct business efficiently.Through them, Wang Anshi held

actual power over the government. It is worth mentioning that each of

the general directors of the Court of National Granaries 司農寺, which

promoted the New Laws, concurrently held the post of‘Secretariatｅχ-

aminers', and that almost all the statuteswere announced by way of them｡

　　　

However, centralizingpower on the prime ministerin order to increase

administrativeｅ伍ciencybrought about frictionwith the absolute monarchy.

After Wang's downfall, when Shentsung himself controlled the govern-

ment, 'Secretariatｅχaminers' were no more than clerks.　The rejection

of Wang's rationalism shows the limits of 'progressiveness'in lateimperial

China.

THE RISE AND FALL OF THE CAO KUN 曹鏡－

　　　　　　

wu PEIFU 呉佩孚FACTION

Matsuo Yoji

　　

Wu Peifu was admired as ａ“Revolutionary general”in the period of

the May Fourth Movement. But after only ａ few years, in the period

of the National Revolution, he became the biggest counterrevolutionary,

and was defeated by the National Revolutionary Army. ぺA^hatbrought

about this military-politicalfallof Wu Peifu？

　　

By introducing the idea of ａ‘Strategy of Unifying China' and in-
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quiring into changes in it, this essay attempts to answer this question.

　　

The author's conclusions are as follows:

　　

The Wang Chonghui王寵恵cabinet which Wu Peifu supported

collapsed at the end of November 1922.

　　

This was the result of the coup d'etat in which Cao Kun, ぺA'^ang

Chengbin王承斌and Feng Yuxiang 馮玉祥formed ａ united front against

べA^uPeifu.　The collapse lead to ａ change in the strategy.　And this

change brought about ａ complete retrogression of the Cao Kun-Wu Peifu

faction into ａ warlord faction of old type.

RCM SALTANAT AND KHWARAZMSHAH

　　　　　　　　

ITANI Kozo

　　　

The last Khwarazmshah Jalal al-Din was the greatest “hero” against

the Mongol invasion in West Asia.　His energetic military operations

extended from Kirman to Rum (Asia Minor or Anatolia). Five con-

temporary historians, being Ibn al-AthIr, al-Nasawi, Juwayni, Ibn Bibi and

al-HamawI recorded his activity in detail. These historical sources　lead

us to the following conclusion.

　　　

Jalal al-Dln's vigorous operations against Georgians since his appea-

ranee in Adharbayjan (1225) were highly estimated by Muslim authors｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
But when he entered into an alliance with al-Mu‘azzam, son of ａ１-‘Adilb.

Ayyub, Jalal al-Dln was involved in ａ rivalry between al-Mu‘azzam and

al-Ashraf, another son of ａ１-‘Adil.　After his first siege of Akhlat, an

important city in Armenia ruled by ａ deputy of al-Ashraf, Khwarazmians

were accused of their“evilness of behavior” by Ibn al-Athir.‘Ala' al-Din

Kayqubad, Sultan of Rum was related by marriage to al-Ashraf and ａｌ･

Kamil･ ruler of Egypt, in 1227.　　After the capture of Akhlat by Jalal

31‘Din (1230) and his ・Uiance with the ruler of Arzan al-Rum, cousin of

Kayqubad･ Rum Saltanat and the house of Ayyub formed
an　alliance

against Jalal al-Dln.　Finally Jalal al-Dln was defeated by
the allied forces

３t Yass'i Chaman･ neai‘Arzinjan on ２８Ramadan 627 A. H. (10. 8.1230).
He

could never recover from this defeat and a
year later was to be killed
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